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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第1期中 第2期中 第3期中 第1期 第2期

会計期間

自　平成19年
　　４月１日
至　平成19年
　　９月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成21年
　　３月31日

取扱高 (百万円) 3,834,6223,805,9843,690,6937,725,2297,549,696

営業収益 (百万円) 213,018 186,595 165,572 419,129 364,046

経常利益
(△は経常損失)

(百万円) △56,769 4,587 △27,730 △50,952 3,540

中間(当期)純利益
（△は中間(当期)
　純損失）

(百万円) △119,927 7,960 △10,424 △85,618 8,804

純資産額 (百万円) 32,746 186,731 176,730 179,149 185,938

総資産額 (百万円) 4,418,7193,369,6313,070,9804,003,5603,170,805

１株当たり純資産額 (円) △18.57 114.92 108.76 90.81 114.43

１株当たり中間(当期)
純利益金額
(△は１株当たり中間
(当期)純損失金額）

(円) △117.32 5.39 △6.42 △72.38 5.68

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 0.7 5.5 5.8 4.5 5.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △63,135 △1,372 48,579 36,246 125,418

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,999 △19,093 △279 25,822 △21,604

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 204,546 △6,629 △44,211 △42,912△133,803

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(百万円) 210,638 66,158 67,233 93,249 63,199

従業員数
（ほか、平均
臨時従業員数）

(名)
6,628
(1,510)

3,783
(1,003)

3,830
(877)

4,409
(1,416)

3,728
(972)

(注) １　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２　第１期中及び第１期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在いたし

ますが、１株当たり中間（当期）純損失であるため、記載しておりません。           

　　また、第２期中、第２期及び第３期中の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第1期中 第2期中 第3期中 第1期 第2期

会計期間

自　平成19年
　　４月１日
至　平成19年
　　９月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成21年
　　３月31日

取扱高 (百万円) 3,696,0503,805,9843,690,6937,523,3877,549,696

営業収益 (百万円) 202,822 186,507 166,280 404,328 363,813

経常利益
(△は経常損失)

(百万円) △47,767 4,318 △27,096 △42,445 3,151

中間(当期)純利益
(△は中間(当期)純損失)

(百万円) △105,716 7,705 △9,783 △80,769 8,453

資本金 (百万円) 109,312 109,312 109,312 109,312 109,312

発行済株式総数
　　　普通株式
　　　種類株式

(株) 1,022,924,559
50,000,000

1,624,944,761
―

 
1,624,944,761

―
1,422,924,559
50,000,000

1,624,944,761
―

純資産額 (百万円) 38,058 184,345 174,993 176,999 183,621

総資産額 (百万円) 4,112,1613,366,8483,068,9954,001,1353,168,162

１株当たり純資産額 (円) △11.68 113.45 107.69 89.30 113.00

１株当たり中間(当期)
純利益金額
(△は1株当たり中間
(当期)純損失金額)

(円) △103.42 5.22 △6.02 △68.28 5.45

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期）純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額
　　　普通株式
　　　種類株式

(円) 0.00
0.00

0.00
―

 
0.00
―

0.00
0.00

0.00
―

自己資本比率 (％) 0.9 5.5 5.7 4.4 5.8

従業員数
（ほか、平均
臨時従業員数）

(名)
5,942
(1,312)

3,743
(1,002)

3,792
(877)

4,367
(　　 1,248)

3,692
(971)

(注) １　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２　第１期中及び第１期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在いたし

ますが、１株当たり中間（当期）純損失であるため、記載しておりません。

　　また、第２期中、第２期及び第３期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。　
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容に重要な変更はございません。

また、関係会社についても異動はありません。

　　

　

　

３ 【関係会社の状況】

 当中間連結会計期間において、関係会社の異動はありません。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

                                                                      平成21年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

クレジット事業 3,778　(877)

その他事業 52　(　0)

合計 3,830　(877)

(注) １　従業員数には執行役員（34人）、出向社員（79人）、嘱託社員（662人）は含まれておりません。
２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。

３　前連結会計年度末に比べ従業員数が102名増加しておりますが、主に新規採用によるものであります。

　

(2) 提出会社の状況

                                                                      平成21年９月30日現在

従業員数(名) 3,792　(877)

(注) １　従業員数には執行役員（34人）、出向社員（103人）、嘱託社員（631人）は含まれておりません。
２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。

３　前事業年度に比べ従業員数が100名増加しておりますが、主に新規採用によるものであります。

　

(3) 労働組合の状況

連結会社における労働組合の状況は、以下の通りであります。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年９月30日現在

会社名称 労働組合名称 組合員数(名)

三菱ＵＦＪニコス株式会社 三菱ＵＦＪニコス労働組合 2,693
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の悪化などを背景に輸出が大幅に減少し、企業収

益や設備投資の減速幅が拡大、個人消費も雇用・所得環境の厳しさが増したため弱めの動きが続くなど

厳しい状況のまま推移してまいりました。

このような状況の中、当社グループは、稼働率を重視した会員獲得および既存会員の活性化に取組んで

まいりました。また、ＢＰＲ（Business　Process　Reengineering）によるコスト構造の改革についても実

行してまいりました。しかしながら、利息返還請求の高止まりや段階的な施行が進む改正貸金業法および

今後施行が見込まれる改正割賦販売法などの影響により事業環境は一段と厳しさを増しました。

このような状況下、当社グループの当中間連結会計期間の業績は、次のとおりとなりました。

　

〔連結業績〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　 当中間連結会計期間 前中間連結会計期間
前年比増減額

（前年同期比）

売　　　上　　　高
（営業収益）

１６５，５７２ １８６，５９５
△２１，０２３

（88.7％）

営　　業　　利　　益

（△は営業損失）
△２８，８２２ ４，４３５

△３３，２５７

（―）

経　　常　　利　　益

（△は経常損失）
△２７，７３０ ４，５８７

△３２，３１８

（―）

中　間　純　利　益

（△は中間純損失）
△１０，４２４ ７，９６０

△１８，３８５

（―）

〔売上高（営業収益）〕

売上高である営業収益は、1,655億72百万円（前年同期比88.7％）となりました。

クレジットカード会員に対する稼働率の向上、メインカード化に向けた取組みを実施してまいりまし

たが、個人消費の落込みなどから取扱高が伸び悩みカードショッピングは前年同期より減収となりまし

た。また、カードキャッシングおよびファイナンスにおいても改正貸金業法を睨んだ貸付上限金利の引下

げや与信管理の強化の実施に加え、利息返還請求などの影響による残高の減少に歯止めがかからず、減収

となりました。

　

〔営業損失・経常損失〕

営業損失は288億22百万円（前年同期は44億35百万円の営業利益）、経常損失は277億30百万円（前年

同期は45億87百万円の経常利益）となりました。

当社グループでは、ＢＰＲなどによるコスト削減への取組みの成果として販売費および一般管理費は

減少しましたが、一方、利息返還請求が引き続き高止まり状態で推移した結果、貸倒関連費用は大幅に増

加し、営業費用は1,943億94百万円（前年同期比106.7％）となりました。

営業収益の減少に加え、営業費用が増加したため、大幅な営業損失・経常損失となりました。
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〔中間純損失〕

中間純損失は、104億24百万円（前年同期は79億60百万円の中間純利益）となりました。

経常損失に加え、改正貸金業法等対応費用が発生いたしましたが、保有する投資有価証券の売却益を計

上しました。

　

主な部門別の状況は、以下のとおりであります。

　

［クレジットカード部門］

当部門では、個人消費の低調が続く厳しい事業環境のもと、カードショッピングを主軸としたビジネス

モデルの構築に向け、稼働化・メインカード化につながる会員獲得、既存会員の維持・活性化に取り組ん

でまいりました。

カード会員獲得につきましては、「ＭＵＦＧカード」および「ＪＡカード」を２大プロパーカードと

して、稼働化・メインカード化につながる良質な会員獲得を強化してまいりました。「ＭＵＦＧカード」

については、新しいテレビコマーシャルに俳優の瑛太氏を起用して若年層（20代）のライフスタイルに

自然に溶け込める「ＭＵＦＧカード」の親しみやすさを軽快なタッチで訴求し、「一生つきあえるカー

ド」をコンセプトとしてブランドの浸透をはかってまいりました。また、「ＪＡカード」については、Ｉ

Ｃキャッシュ一体型カードを中核商品に、ＪＡグループが有する強固な顧客基盤の開拓により会員獲得

を推進してまいりました。

提携カードにつきましては、「アメリカン・エキスプレス」ブランドの取扱いを拡大し、全国弁護士協

同組合連合会、公認会計士協同組合、税理士協同組合などとの提携による会員募集を開始し、メインカー

ド化につながる良質な会員の獲得を強化してまいりました。一方、既存提携カードにつきましては、抜本

的な収支改善に取り組んでまいりました。

カード利用促進につきましては、新規会員・既存会員ともに、メインカード化に寄与するマーケティン

グ施策に重点的に取組んでまいりました。平成21年４月には、インターネット通販で高いポイントを付与

する業界最大級のポータルサイトとして「ＰＯＩＮＴ名人．com」のサービスを開始いたしました。ま

た、毎月のお支払額を自由に設定できるサービス「楽ｐａｙ」の登録推進など、リボルビング払い・分割

払いの利用促進を強化したほか、大手加盟店とのタイアップによる利用促進策の取組みを強化してまい

りました。

加盟店の拡大につきましては、公立病院等での医療費のカード決済開始など、生活に密着した現金マー

ケットの開拓とともに、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの親密先、ＪＡグループ店舗の加盟店獲得

推進により、一層の市場拡大をはかってまいりました。また、コンビニエンスストア大手の株式会社ロー

ソンへ非接触ＩＣソリューション「VisaTouch/Smartplus」および交通系電子マネーを導入するなど、会

員・加盟店のニーズに応えることで、利便性向上と利用促進をはかってまいりました。

カードキャッシングにつきましては、会員への稼働化推進による裾野拡大、および既存会員に対する利

用促進により、良質債権の拡大に取組んでまいりました。一方で、改正後の貸金業法を睨み、与信管理の強

化を行うとともに、法令への万全な対応と構築に取組んでまいりました。

この結果、当部門の営業収益は1,209億73百万円（前年同期比90.0％）となりました。その内訳はカー

ドショッピング収益が698億32百万円（前年同期比97.5％）、カードキャッシング収益が511億40百万円

（前年同期比81.4％）となっております。
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［ファイナンス部門］

当部門では、カードキャッシング同様、会員への稼働化推進による裾野拡大、および既存会員に対する

利用促進により、良質債権の拡大に取組んでまいりました。一方で、改正後の貸金業法を睨み、与信管理の

強化を行うとともに、法令への万全な対応と体制の構築に取組んでまいりました。

この結果、当部門の営業収益は181億39百万円（前年同期比81.8％）となりました。

　

［信用保証部門］

当部門では、農林中央金庫との提携商品の取扱いを拡大するとともに、株式会社ＤＣキャッシュワンよ

り事業を承継し、保証残高の拡大に取組んでまいりました。一方で、改正後の貸金業法を睨み、与信管理の

強化に取組んでまいりました。

この結果、当部門の営業収益は84億47百万円（前年同期比96.4％）となりました。

　

［その他部門］

当部門では、ＦＣ（フランチャイズ）事業、ＴＰＰ（サード・パーティ・プロセシング）事業、集金代

行事業などのフィービジネスの拡大をはかってまいりました。

ＦＣ事業につきましては、銀行本体14行およびカード会社ＦＣ47社を擁し、銀行本体発行の堅調な会員

獲得に加え、株式会社ＤＣキャッシュワンより事業を承継したことにより規模を拡大してまいりました。

一方、ＦＣ社と契約内容の見直しを行い、精算方法を立替払い方式に変更したことにより、営業収益・

営業経費ともに減少いたしましたが、経常利益には影響ありませんでした。

ＴＰＰ事業（クレジットカード業務の受託事業）につきましては、京阪電気鉄道株式会社の子会社で

ある株式会社京阪カード、小田急電鉄株式会社、株式会社アイワイ・カ－ド・サ－ビス、ヤフー株式会社、

西日本旅客鉄道株式会社のクレジットカード業務受託および香港上海銀行との提携による同行の日本国

内におけるクレジットカード業務を受託しており、順調に稼働しております。

集金代行事業につきましては、公金マーケットの開拓を積極的に推し進め、全国83の地方公共団体とコ

ンビニ収納受託を行うなど、堅調に拡大してまいりました。

この結果、当部門の営業収益は171億89百万円（前年同期比85.7％）となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は485億79百万円の収入（前年同期は13億72百万円の支出）

となりました。前年同期においては債権流動化の償還や、金融機関の営業日影響によるカード会員など

からの口座振替資金入金の期ずれがありましたが、当中間連結会計期間においてはこれらの影響が小

さかったことなどによるものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は2億79百万円の支出（前年同期は190億93百万円の支出）と

なりました。米国Ｖｉｓａ　Ｉｎｃ.株式の売却による収入があったものの、ソフトウェア開発による支

出や、事業譲受に伴う対価支払による支出があったことによるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は442億11百万円の支出（前年同期は66億29百万円の支出）

となりました。営業活動によるキャッシュ・フロー収入などにより、有利子負債の削減につとめたこと

によるものです。

　

この結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ40億33百万

円増加し、672億33百万円となりました。
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(3) 特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく営業貸付金の状況

「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」（平成11年５月19日大蔵省令第57号）に基づく提出会社

における営業貸付金の状況は次のとおりであります。

　

①　営業貸付金の種類別残高内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　平成21年９月30日現在

貸付種別
件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

平均約定金利
（％）

消費者向 無担保

（住宅向を除く）

2,447,02299.8 956,41294.3 17.23

　 有担保

（住宅向を除く）

272 0.0 956 0.1 8.46

　 住宅向 5,870 0.2 54,677 5.4 2.48

　 計 2,453,164100.01,012,04799.8 16.40

事業者向 20 0.0 1,789 0.2 4.36

合計 2,453,184100.01,013,837100.0 16.38

　

②　資金調達内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　平成21年９月30日現在

借入先等
残高

（百万円）
平均調達金利
（％）

金融機関等からの借入 920,647 1.25

その他 　 249,931 0.42

　 社債・ＣＰ 249,931 0.42

合計 1,170,578 1.08

自己資本 　 452,918 ―

　 資本金・出資額 109,312 ―

(注) 自己資本は、資産の合計額より負債の合計額並びに配当金を控除し、引当金の合計額を加えて算出してお

ります。

　

③　業種別営業貸付金残高内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　平成21年９月30日現在

業種別
件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

製造業 4 0.0 39 0.0

建設業 2 0.0 66 0.0

運輸業 1 0.0 35 0.0

卸売・小売業 2 0.0 173 0.0

不動産業 10 0.0 1,473 0.2

各種サービス業 1 0.0 2 0.0

個人 2,453,164 100.0 1,012,047 99.8

合計 2,453,184 100.0 1,013,837 100.0
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④　担保別営業貸付金残高内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　平成21年９月30日現在

担保の種類
残高

（百万円）
構成割合
（％）

有価証券 869 0.1

債権 35 0.0

不動産 56,430 5.6

その他 81 0.0

計 57,417 5.7

保証 61 0.0

無担保 956,357 94.3

合計 1,013,837 100.0

　

⑤　期間別営業貸付金残高内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　平成21年９月30日現在

期間別
件数
（件）

構成割合
（％）

残高
（百万円）

構成割合
（％）

リボルビング 1,818,121 74.1 762,781 75.3

１年以下 428,925 17.5 114,933 11.3

１年超５年以下 135,605 5.5 43,143 4.3

５年超10年以下 63,255 2.6 43,525 4.3

10年超15年以下 3,426 0.1 8,457 0.8

15年超20年以下 893 0.0 8,077 0.8

20年超25年以下 1,204 0.1 10,546 1.0

25年超 1,755 0.1 22,371 2.2

合計 2,453,184 100.0 1,013,837 100.0

１件あたり平均期間(年) ― ― ― ―

(注) １．期間は約定期間によっております。

２．「１件あたり平均期間」は、リボルビング契約を含んでおりますので算出しておりません。
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２ 【営業実績】

(1) 部門別営業収益

　

部門

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

金額(百万円) 前年同期比(％) 構成比(％)

クレジットカード 120,973 90.0 73.1

　カードショッピング 69,832 97.5 42.2

　カードキャッシング 51,140 81.4 30.9

ファイナンス 18,139 81.8 10.9

信用保証 8,447 96.4 5.1

その他 17,189 85.7 10.4

金融収益 822 72.5 0.5

計 165,572 88.7 100.0

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 部門別取扱高

　

部門

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

金額(百万円) 前年同期比(％) 構成比(％)

クレジットカード
3,661,819
(3,659,833)

97.2 99.2

　カードショッピング
3,333,531
(3,331,546)

99.3 90.3

　カードキャッシング
328,287
(328,287)

79.7 8.9

ファイナンス
28,874
(28,874)

75.4 0.8

計 3,690,693 97.0 100.0

(注) １　各部門の取扱高の範囲は次のとおりであります。

クレジットカード

カードショッピング
 
 
 
カードキャッシング

 

クレジットカードによるカード会員のショッピング利用額に会員（顧客）手数料

を加算した金額であり、リボルビング払いの場合はショッピング利用額でありま

す。

クレジットカードによるカード会員のキャッシング利用額であります。

ファイナンス カードキャッシング以外の顧客に対する融資額であります。

２　取扱高の(　)内は元本取扱高であります。

３　信用保証部門において極度貸し等に係る実行高については取扱高より除外しております。なお、当中間連結会

計期間における信用保証の極度貸し等に係る保証残高は426,309百万円であります。

　

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪニコス株式会社(E04756)

半期報告書

 12/100



(3) クレジットカード有効会員数及び加盟店数

区分
前中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

クレジットカード

有効会員数 25,324,311人 25,094,307人

加盟店数 4,535,074店 4,672,999店

　

(4) 営業貸付金における業種別貸出状況

業種

前中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

貸出金残高
(百万円)

構成比
(％)

貸出先数
(件)

貸出金残高
(百万円)

構成比
(％)

貸出先数
(件)

製造業 43 0.0 4 39 0.0 4

農業 ― ― ― ― ― ―

林業 ― ― ― ― ― ―

漁業 ― ― ― ― ― ―

鉱業 ― ― ― ― ― ―

建設業 66 0.0 2 66 0.0 2

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ―

情報通信業 ― ― ― ― ― ―

運輸業 41 0.0 1 35 0.0 1

卸売・小売業 187 0.0 2 173 0.0 2

金融・保険業 ― ― ― ― ― ―

不動産業 1,515 0.1 10 1,473 0.2 10

各種サービス業 1,143 0.1 2 2 0.0 1

地方公共団体 ― ― ― ― ― ―

個人 1,129,49299.82,808,1021,012,04799.82,453,164

その他 ― ― ― ― ― ―

合計 1,132,489100.02,808,1231,013,837100.02,453,184

　

(5) 営業貸付金における担保別貸出状況

担保の種類
前中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

有価証券 1,111百万円 869百万円

債権 41百万円 35百万円

商品 ― ―

不動産 55,620百万円 56,430百万円

その他 138百万円 81百万円

計 56,911百万円 57,417百万円

保証 125百万円 61百万円

信用 1,075,452百万円 956,357百万円

合計 1,132,489百万円 1,013,837百万円
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３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社の事業上および財務上の対処すべき課題に、重要な変更および新た

に生じた課題はございません。

　

　

４ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について

重要な変更はございません。　

　

　

５ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。　

　

　

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は原則として連結財務諸表に基づいて分

析した内容であります。

　

（1）経営成績の分析

①営業収益

売上高である営業収益は、1,655億72百万円（前年同期比88.7％）となりました。

クレジットカード会員に対する稼働率の向上、メインカード化に向けた取組みを実施してまいりまし

たが、個人消費の落込みなどから取扱高が伸び悩みカードショッピングは前年同期より減収となりまし

た。また、カードキャッシングおよびファイナンスにおいては、改正貸金業法を睨んだ貸付上限金利の引

下げや与信管理の強化の実施に加え、利息返還請求などの影響による残高の減少に歯止めがかからず、減

収となりました。

　

②営業費用

　営業費用は、1,943億94百万円（前年同期比106.7％）となりました。

当社グループでは、ＢＰＲなどによるコスト削減への取組みの成果として販売費および一般管理費は

減少しましたが、一方、利息返還請求が引き続き高止まり状態で推移した結果、貸倒関連費用は大幅に増

加しました。

　

③営業損失・経常損失

営業収益の減少に加え、営業費用が増加したため、営業損失は288億22百万円（前年同期は44億35百万

円の営業利益）、経常損失は277億30百万円（前年同期は45億87百万円の経常利益）となりました。

　

④特別損益

米国Ｖｉｓａ　Ｉｎｃ.の株式の一部売却などにより、特別利益は197億44百万円となりました。

また、改正貸金業法対応費用の発生などにより、特別損失は26億39百万円となりました。

　

⑤中間純損失

大幅な経常損失となりましたが、特別利益の計上により中間純損失は、104億24百万円（前年同期は79

億60百万円の中間純利益）となりました。

　

（2）財政状態の分析

①総資産

営業貸付金および信用保証債務見返が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ総資産は998億25

百万円減少し、3兆709億80百万円となりました。

　

②営業債権

カードキャッシングおよびファイナンスの取扱いの減少および住宅ローン保証の減少により、前連結

会計年度末に比べ、営業貸付金および信用保証債務見返が合計で1,165億39百万円減少いたしました。

この結果、会員未収金、営業貸付金および信用保証債務見返をあわせた営業債権は、前連結会計年度末

に比べ、1,064億16百万円減少し、2兆8,904億84百万円となりました。
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③有利子負債

有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ440億10百万円減少し、1兆1,706億49百万円となりました。

　

④純資産

純資産は中間純損失の計上に伴い、前連結会計年度末に比べ92億8百万円減少し、1,767億30百万円とな

りました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ40億33百万円増加し、

672億33百万円となりました。

当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は485億79百万円の収入（前年同期は13億72百万円の支出）

となりました。前年同期においては債権流動化の償還や、金融機関の営業日影響によるカード会員など

からの口座振替資金入金の期ずれがありましたが、当中間連結会計期間においてはこれらの影響が小

さかったことなどによるものです。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は2億79百万円の支出（前年同期は190億93百万円の支出）と

なりました。米国Ｖｉｓａ　Ｉｎｃ.株式の売却による収入があったものの、ソフトウェア開発による支

出や、事業譲受に伴う対価支払による支出があったことによるものです。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は442億11百万円の支出（前年同期は66億29百万円の支出）

となりました。営業活動によるキャッシュ・フロー収入などにより、有利子負債の削減につとめたこと

によるものです。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

また、前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものはありませ

ん。

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備計画のうち、当中間連結会計期間に変更のあっ

たものは次のとおりです。

　　

〔提出会社〕

店舗名

その他
所在地 区分 設備の内容

資金

調達方法
着手年月 変更の内容

―
東京都
豊島区
他

新設
改修

総量規制
関連シス
テム

自己資金
平成20年
４月

投資予定金額
（変更前）16,219百万円
（変更後）17,984百万円
完了予定年月
（変更前）平成21年12月
（変更後）平成22年６月
 
 

　

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪニコス株式会社(E04756)

半期報告書

 17/100



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,862,712,400

計 1,862,712,400

　

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成21年11月24日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,624,944,7611,624,944,761非上場・非登録
単元株式数は
1,000株であり
ます。

計 1,624,944,7611,624,944,761― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年４月１日～
平成21年９月30日

― 1,624,944,761― 109,312 ― 7,106
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(5) 【大株主の状況】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社三菱ＵＦＪフィナン
シャル・グループ

東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,380,944 84.98

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 244,000 15.02

計 ― 1,624,944100.00

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年９月30日現在　　

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　　1,624,944,0001,624,944 ―

単元未満株式 普通株式　　　　　　　761 ― ―

発行済株式総数 1,624,944,761 ― ―

総株主の議決権 ― 1,624,944 ―

　

② 【自己株式等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
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２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年

大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　　なお、前中間連結会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表

規則に基づき、当中間連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の中間連結

財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　　なお、前中間会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に

基づき、当中間会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成20年４月１日から

平成20年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)の中間連結財

務諸表及び中間財務諸表については、監査法人トーマツにより中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成

21年４月１日から平成21年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けて

おります。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人

トーマツとなりました。
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１【中間連結財務諸表等】
(1)【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 66,158 67,233 63,199

会員未収金 ※1
 648,520

※1
 644,595

※1
 634,473

営業貸付金 ※2
 1,132,489

※2
 1,013,837

※2
 1,079,616

信用保証債務見返 1,387,512 1,232,051 1,282,811

繰延税金資産 29,153 29,930 24,966

その他 168,455 140,911 138,217

貸倒引当金 ※3
 △221,167

※3
 △216,647

※3
 △206,995

流動資産合計 3,211,121 2,911,912 3,016,289

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,788 12,478 12,708

器具備品（純額） 5,052 5,981 6,152

土地 15,492 14,862 14,908

その他（純額） 258 192 219

有形固定資産合計 ※4
 34,591

※4
 33,516

※4
 33,988

無形固定資産 70,041 78,999 71,792

投資その他の資産

投資有価証券 19,741 17,400 16,023

繰延税金資産 23,232 17,939 23,053

その他 11,139 11,366 9,840

貸倒引当金 △236 △153 △183

投資その他の資産合計 53,876 46,552 48,734

固定資産合計 158,510 159,068 154,516

資産合計 3,369,631 3,070,980 3,170,805
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 256 45 31

加盟店未払金 206,177 219,703 226,749

信用保証債務 1,387,512 1,232,051 1,282,811

短期借入金 174,211 120,686 123,696

1年内償還予定の社債 － 10,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※7
 315,694

※7
 294,303

※7
 384,984

コマーシャル・ペーパー 272,629 209,931 228,729

未払法人税等 474 415 162

賞与引当金 3,331 2,741 3,102

ポイント引当金 9,195 9,531 7,954

構造改革損失引当金 2,971 － －

その他 197,832 206,247 200,962

流動負債合計 2,570,285 2,305,658 2,459,185

固定負債

社債 40,000 30,000 40,000

長期借入金 ※7
 539,092

※7
 505,657

※7
 437,160

退職給付引当金 3,806 3,098 3,209

役員退職慰労引当金 344 125 313

利息返還損失引当金 26,099 43,305 37,452

ギフトカード回収損失引当金 2,221 2,364 2,806

その他 1,050 4,042 4,738

固定負債合計 612,615 588,592 525,681

負債合計 3,182,900 2,894,250 2,984,867

純資産の部

株主資本

資本金 109,312 109,312 109,312

資本剰余金 133,542 133,542 133,542

利益剰余金 △58,298 △67,879 △57,455

株主資本合計 184,556 174,975 185,399

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,528 2,394 1,252

繰延ヘッジ損益 △330 △512 △525

為替換算調整勘定 △23 △127 △188

評価・換算差額等合計 2,174 1,754 539

純資産合計 186,731 176,730 185,938

負債純資産合計 3,369,631 3,070,980 3,170,805
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②【中間連結損益計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

営業収益

クレジットカード収益

カードショッピング ※1
 71,636

※1
 69,832

※1
 144,206

カードキャッシング ※1
 62,829

※1
 51,140

※1
 119,320

クレジットカード収益合計 134,466 120,973 263,526

ファイナンス収益 ※1
 22,181

※1
 18,139

※1
 42,561

信用保証収益 8,758 8,447 16,966

その他の収益 20,054 17,189 38,808

金融収益

受取利息 948 688 1,810

受取配当金 184 134 373

その他 3 － －

金融収益合計 1,135 822 2,183

営業収益合計 186,595 165,572 364,046

営業費用

販売費及び一般管理費

支払手数料 33,271 32,504 65,204

貸倒引当金繰入額 45,829 52,874 72,632

利息返還損失引当金繰入額 － 16,555 20,521

給料及び手当 19,609 17,097 37,545

委託加工費 20,633 18,849 40,348

その他 53,732 48,827 106,164

販売費及び一般管理費合計 173,075 186,708 342,416

金融費用

支払利息 9,084 7,580 18,636

その他 － 105 101

金融費用合計 9,084 7,685 18,738

営業費用合計 182,160 194,394 361,154

営業利益又は営業損失（△） 4,435 △28,822 2,892

営業外収益

保険配当金 3 2 440

負ののれん償却額 － 945 －

持分法による投資利益 201 139 255

雑収入 55 5 68

営業外収益合計 261 1,093 764

営業外費用

自己株式関連費用 50 － 50

雑損失 59 1 65

営業外費用合計 109 1 115

経常利益又は経常損失（△） 4,587 △27,730 3,540
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※2
 －

※2
 －

※2
 47

投資有価証券売却益 250 19,744 9,773

特別利益合計 250 19,744 9,821

特別損失

固定資産売却損 ※3
 4

※3
 8

※3
 47

固定資産処分損 ※4
 91

※4
 72

※4
 359

減損損失 ※5
 －

※5
 47

※5
 191

改正貸金業法等対応費用 ※7
 －

※7
 1,961

※7
 －

投資有価証券評価損 198 548 2,235

投資有価証券売却損 － 0 －

構造改革損失引当金繰入額 ※6
 197

※6
 －

※6
 6

特別損失合計 491 2,639 2,839

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

4,346 △10,625 10,522

法人税、住民税及び事業税 34 28 54

法人税等調整額 △3,649 △229 1,663

法人税等合計 △3,614 △201 1,718

中間純利益又は中間純損失（△） 7,960 △10,424 8,804
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結株主資本等
変動計算書

(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 109,312 109,312 109,312

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 109,312 109,312 109,312

資本剰余金

前期末残高 133,506 133,542 133,506

当中間期変動額

親会社との株式交換 36 － 36

当中間期変動額合計 36 － 36

当中間期末残高 133,542 133,542 133,542

利益剰余金

前期末残高 △66,259 △57,455 △66,259

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 7,960 △10,424 8,804

当中間期変動額合計 7,960 △10,424 8,804

当中間期末残高 △58,298 △67,879 △57,455

自己株式

前期末残高 △221 － △221

当中間期変動額

自己株式の取得 △6 － △6

親会社との株式交換 227 － 227

当中間期変動額合計 221 － 221

当中間期末残高 － － －

株主資本合計

前期末残高 176,338 185,399 176,338

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 7,960 △10,424 8,804

自己株式の取得 △6 － △6

親会社との株式交換 263 － 263

当中間期変動額合計 8,218 △10,424 9,061

当中間期末残高 184,556 174,975 185,399
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結株主資本等
変動計算書

(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,454 1,252 3,454

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △926 1,141 △2,202

当中間期変動額合計 △926 1,141 △2,202

当中間期末残高 2,528 2,394 1,252

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △639 △525 △639

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 309 13 113

当中間期変動額合計 309 13 113

当中間期末残高 △330 △512 △525

為替換算調整勘定

前期末残高 △4 △188 △4

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △19 60 △183

当中間期変動額合計 △19 60 △183

当中間期末残高 △23 △127 △188

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,811 539 2,811

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △636 1,215 △2,272

当中間期変動額合計 △636 1,215 △2,272

当中間期末残高 2,174 1,754 539

純資産合計

前期末残高 179,149 185,938 179,149

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 7,960 △10,424 8,804

自己株式の取得 △6 － △6

親会社との株式交換 263 － 263

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △636 1,215 △2,272

当中間期変動額合計 7,581 △9,208 6,789

当中間期末残高 186,731 176,730 185,938
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

4,346 △10,625 10,522

減価償却費 8,821 9,260 17,932

貸倒引当金繰入額 45,829 52,874 72,632

利息返還損失引当金繰入額 － 16,555 20,521

受取利息及び受取配当金 △1,132 △822 △2,183

支払利息 9,084 7,580 18,636

投資有価証券売却損益（△は益） △250 △19,744 △9,773

投資有価証券評価損益（△は益） 198 548 2,235

構造改革損失引当金の増減額（△は減少） △19,893 － △22,865

事業承継に伴う構造改革損失引当金の取崩額 12,020 － 12,020

営業債権の増減額（△は増加） △16,939 1,926 △4,601

その他の流動資産の増減額（△は増加） △43,079 △2,600 △13,031

営業債務の増減額（△は減少） △20,980 △7,031 △633

その他の流動負債の増減額（△は減少） 17,865 7,388 20,416

その他 4,915 △6 14,138

小計 806 55,303 135,965

利息及び配当金の受取額 1,164 862 2,181

利息の支払額 △8,988 △7,382 △18,338

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － △204 －

法人税等の還付額 5,750 － 5,777

法人税等の支払額 △104 － △167

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,372 48,579 125,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,850 △858 △6,612

有形固定資産の売却による収入 4 10 479

投資有価証券の取得による支出 － － △495

投資有価証券の売却による収入 261 19,745 9,785

投資有価証券の償還による収入 30 － 30

ソフトウエアの取得による支出 △8,907 △14,480 △19,012

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △8,052 － △8,052

事業譲受による支出 － △4,947 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） 1,398 249 2,514

その他 22 1 △241

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,093 △279 △21,604
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 31,159 △3,010 △19,356

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 20,000 △19,000 △24,000

長期借入れによる収入 63,991 199,479 130,091

長期借入金の返済による支出 △116,708 △221,662 △215,450

社債の償還による支出 △5,000 － △5,000

自己株式の取得による支出 △6 － △6

リース債務の返済による支出 △14 △17 △31

自己株式関連費用の支払額 △50 － △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,629 △44,211 △133,803

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △54 △59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,090 4,033 △30,049

現金及び現金同等物の期首残高 93,249 63,199 93,249

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1
 66,158

※1
 67,233

※1
 63,199
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　
前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社………………５社

主要な連結子会社名

株式会社ディー・シー・ビ

ジネスサポート

株式会社ヒューマンリンク

カードビジネスサービス株

式会社

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社………………５社

主要な連結子会社名

株式会社ディー・シー・ビ

ジネスサポート

株式会社ヒューマンリンク

カードビジネスサービス株

式会社

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社………………５社

主要な連結子会社名

株式会社ディー・シー・ビ

ジネスサポート

株式会社ヒューマンリンク

カードビジネスサービス株

式会社

当中間連結会計期間の増減

（減少）１社

株式の譲渡によるもの

ＪＮＳ管理サービス株式

会社

当中間連結会計期間の増減

　　──────

当連結会計年度中の増減

（減少）１社

株式の譲渡によるもの

ＪＮＳ管理サービス株式

会社

(2) 主要な非連結子会社名

――――――

(2) 主要な非連結子会社名

――――――

(2) 主要な非連結子会社名

――――――
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(3) 開示対象特別目的会社

(イ)開示対象特別目的会社の概

要および開示対象特別目的

会社を利用した取引の概要

当社では、資金調達先の多

様化を図り、安定的に資金

を調達することを目的とし

て、融資債権の流動化を実

施しております。当該流動

化にあたり、特別目的会社

（主にケイマンに設立され

た会社）を利用しておりま

す。当該流動化においては、

当社は、まず融資債権に対

してそれぞれ信託資産の設

定を行ったのち優先部分と

劣後部分等の異なる受益権

に分割します。その後、優先

受益権のみを特別目的会社

に譲渡し、譲渡した優先受

益権を裏付けとして特別目

的会社が社債の発行や借入

を行い、調達した資金を売

却代金として当社は受領し

ます。

さらに、当社は、特別目的会

社に対し回収サービス業務

を行い、また、信託資産にお

ける劣後受益権等および優

先受益権の売却代金の一部

を留保しています。このた

め、当該信託資産が見込み

より回収不足となった劣後

的な残存部分については、

適正に貸倒引当金が設定さ

れております。

流動化の結果、平成20年９

月末において、取引残高の

ある特別目的会社は３社あ

り、当該特別目的会社の直

近の決算日における資産総

額（単純合算）は17,947百

万円、負債総額（単純合

算）は17,866百万円です。

なお、いずれの特別目的会

社についても、当社は議決

権のある株式等は有してお

らず、役員や従業員の派遣

もありません。

(3) 開示対象特別目的会社

(イ)開示対象特別目的会社の概

要および開示対象特別目的

会社を利用した取引の概要

当社では、資金調達先の多

様化を図り、安定的に資金

を調達することを目的とし

て、融資債権の流動化を実

施しております。当該流動

化にあたり、特別目的会社

（主にケイマンに設立され

た会社）を利用しておりま

す。当該流動化においては、

当社は、まず融資債権に対

してそれぞれ信託資産の設

定を行ったのち優先部分と

劣後部分等の異なる受益権

に分割します。その後、優先

受益権のみを特別目的会社

に譲渡し、譲渡した優先受

益権を裏付けとして特別目

的会社が社債の発行や借入

を行い、調達した資金を売

却代金として当社は受領し

ます。

さらに、当社は、特別目的会

社に対し回収サービス業務

を行い、また、信託資産にお

ける劣後受益権等および優

先受益権の売却代金の一部

を留保しています。このた

め、当該信託資産が見込み

より回収不足となった劣後

的な残存部分については、

適正に貸倒引当金が設定さ

れております。

流動化の結果、平成21年９

月末において、取引残高の

ある特別目的会社は２社あ

り、当該特別目的会社の直

近の決算日における資産総

額（単純合算）は75百万

円、負債総額（単純合算）

は11百万円です。いずれの

特別目的会社についても、

当社は議決権のある株式等

は有しておらず、役員や従

業員の派遣もありません。

なお、両社とも平成21年９

月末現在、清算手続中であ

ります。

(3) 開示対象特別目的会社

(イ)開示対象特別目的会社の概

要および開示対象特別目的

会社を利用した取引の概要

当社では、資金調達先の多

様化を図り、安定的に資金

を調達することを目的とし

て、融資債権の流動化を実

施しております。当該流動

化にあたり、特別目的会社

（主にケイマンに設立され

た会社）を利用しておりま

す。当該流動化においては、

当社は、まず融資債権に対

してそれぞれ信託資産の設

定を行ったのち優先部分と

劣後部分等の異なる受益権

に分割します。その後、優先

受益権のみを特別目的会社

に譲渡し、譲渡した優先受

益権を裏付けとして特別目

的会社が社債の発行や借入

を行い、調達した資金を売

却代金として当社は受領し

ます。

さらに、当社は、特別目的会

社に対し回収サービス業務

を行い、また、信託資産にお

ける劣後受益権等および優

先受益権の売却代金の一部

を留保しています。このた

め、当該信託資産が見込み

より回収不足となった劣後

的な残存部分については、

適正に貸倒引当金が設定さ

れております。

流動化の結果、平成21年３

月末において、取引残高の

ある特別目的会社は２社あ

り、当該特別目的会社の直

近の決算日における資産総

額（単純合算）は1,026百

万円、負債総額（単純合

算）は961百万円です。いず

れの特別目的会社について

も、当社は議決権のある株

式等は有しておらず、役員

や従業員の派遣もありませ

ん。なお、両社とも平成21年

３月末現在、清算手続中で

あります。
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(ロ)開示対象特別目的会社との

取引金額等

　

主な取引の
金額又は中
間連結会計
期間末残高
（百万円）

譲渡した優先受益権 　

営業貸付金 ─

残存売却代金残高
（未収入金）

29

回収サービス業務取引高 756

 

主な損益

項目
金額

（百万円）

売却益 ─

分配益 ─

回収サービス業務収益 756

(注１)平成20年９月末現在、特

別目的会社へ譲渡してい

ない劣後受益権等の残高

は、73,304百万円であり

ます。

また、当該劣後受益権等

に係る分配益（9,511百

万円）は、営業収益に計

上されております。

(注２)回収サービス業務収益

は、営業収益に計上され

ております。

(ロ)開示対象特別目的会社との

取引金額等

　

主な取引の
金額又は中
間連結会計
期間末残高
（百万円）

譲渡した優先受益権 　

営業貸付金 ─

残存売却代金残高
（未収入金）

18

回収サービス業務取引高 ─

 

主な損益

項目
金額

（百万円）

売却益 ─

分配益 ─

回収サービス業務収益 ─

 

(ロ)開示対象特別目的会社との

取引金額等

　

主な取引の
金額又は当
連結会計年
度末残高
（百万円）

譲渡した優先受益権 　

営業貸付金 ─

残存売却代金残高
（未収入金）

19

回収サービス業務取引高 958

 

主な損益

項目
金額

（百万円）

売却益 ─

分配益 ─

回収サービス業務収益 958

(注１)劣後受益権等に係る分配

益（10,536百万円）は、

営業収益に計上されてお

ります。

(注２)回収サービス業務収益

は、営業収益に計上され

ております。
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会

社数

―社

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会

社数

―社

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会

社数

―社

(2) 持分法を適用した関連会社数

３社

主要な会社の名称

エム・ユー・フロンティア

債権回収株式会社

(2) 持分法を適用した関連会社数

３社

主要な会社の名称

エム・ユー・フロンティア

債権回収株式会社

(2) 持分法を適用した関連会社数

３社

主要な会社の名称

エム・ユー・フロンティア

債権回収株式会社

(3) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社の名称

――――――

(3) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社の名称

――――――

(3) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社の名称

――――――

３　連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、中間決算日

が中間連結決算日と異なる子会

社は３社であり、６月30日を中

間決算日とする会社が２社、12

月31日を中間決算日とする会社

が１社であります。

中間連結財務諸表の作成に当っ

ては、６月30日を中間決算日と

する会社については中間決算日

現在の財務諸表を採用し、12月

31日を中間決算日とする会社に

ついては決算日（６月30日）現

在の財務諸表を採用しており、

中間連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結上必

要な調整を行っております。

３　連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

３　連結子会社の事業年度等に関す

る事項

連結子会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる子会社は３社

であり、12月31日を決算日とす

る会社が２社、６月30日を決算

日とする会社が１社でありま

す。

連結財務諸表の作成に当って

は、12月31日を決算日とする会

社については決算日現在の財務

諸表を採用し、６月30日を決算

日とする会社については12月31

日にて仮決算を行った財務諸表

を採用しており、連結決算日と

の間に生じた重要な取引につい

ては連結上必要な調整を行って

おります。

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

…償却原価法（定額法）

その他有価証券（時価のあ

るもの）

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

…　　同左

その他有価証券（時価のあ

るもの）

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

…　　同左

その他有価証券（時価のあ

るもの）

　…中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

その他有価証券（時価のな

いもの）

…移動平均法による原価法

　…　　同左

 

 

 

 

その他有価証券（時価のな

いもの）

…　　同左

…連結決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定)

その他有価証券（時価のな

いもの）

…　　同左

(ロ)デリバティブ

…時価法

(ロ)デリバティブ

…　　同左

(ロ)デリバティブ

…　　同左
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(イ)有形固定資産（リース資産

を除く）

　　　定額法

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(イ)有形固定資産（リース資産

を除く）

　　　同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(イ)有形固定資産（リース資産

を除く）

　　　同左

(ロ)有形固定資産（リース資

産）

所有権移転外ファイナンス

・リース取引に係るリース

資産

　リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法

(ロ)有形固定資産（リース資

産）

　　　同左

 

(ロ)有形固定資産（リース資

産）

　　　同左

(ハ)無形固定資産(ソフトウエ

ア)

　社内における利用可能期

間に基づく定額法

(ハ)無形固定資産(ソフトウエ

ア)

　　　同左

 

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース

取引開始日が「リース取引に

関する会計基準」 (企業会計

基準第13号) の適用初年度開

始前のリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によってお

ります。

(ハ)無形固定資産(ソフトウエ

ア)

　　　同左

 

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース

取引開始日が「リース取引に

関する会計基準」 (企業会計

基準第13号) の適用初年度開

始前のリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によってお

ります。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計

上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備

えるため、賞与支給見込額

の当中間連結会計期間負担

額を計上しております。

(ロ)賞与引当金

同左

(ロ)賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備

えるため、賞与支給見込額

の当連結会計年度負担額を

計上しております。

(ハ)ポイント引当金

カード利用促進を目的とす

るポイント制度に基づき、

カード会員に付与したポイ

ントの使用により発生する

費用負担に備えるため、当

中間連結会計期間末におけ

る将来使用見込額を計上し

ております。

(ハ)ポイント引当金

同左

(ハ)ポイント引当金

カード利用促進を目的とす

るポイント制度に基づき、

カード会員に付与したポイ

ントの使用により発生する

費用負担に備えるため、当

連結会計年度末における将

来使用見込額を計上してお

ります。

(ニ)構造改革損失引当金

業務構造改革に伴い、今後

発生が見込まれる費用及び

損失見積額を計上しており

ます。

(ニ)　──────

 

(ニ)構造改革損失引当金

業務構造改革に伴い、今後

発生が見込まれる費用及び

損失見積額を計上しており

ます。
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(ホ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。

なお、過去勤務債務につい

ては、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（６年）

による定額法により按分し

た額を費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（主

として12年）による定額法

により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

また、執行役員の退職慰労

金の支出に備えるため、役

員退職慰労金規程に基づく

中間期末要支給額を計上し

ております。

(ホ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。

なお、過去勤務債務につい

ては、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（６年）

による定額法により按分し

た額を費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（主

として11年）による定額法

により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

また、執行役員の退職慰労

金の支出に備えるため、役

員退職慰労金規程に基づく

中間期末要支給額を計上し

ております。

　(追加情報)

従来、数理計算上の差異は

費用処理年数を主として12

年としておりましたが、従

業員の平均残存勤務期間が

短縮されたため、主として

11年に変更しております。

なお、この変更に伴う影響

は軽微であります。

(ホ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計

上しております。

なお、過去勤務債務につい

ては、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（６年）

による定額法により按分し

た額を費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（主

として12年）による定額法

により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

また、執行役員の退職慰労

金の支出に備えるため、役

員退職慰労金規程に基づく

期末要支給額を計上してお

ります。

(へ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく中間期末要

支給額を計上しておりま

す。

(へ)役員退職慰労引当金

同左

(へ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

(ト)利息返還損失引当金

将来の利息返金の請求に備

えるため、過去の返金実績

率等を勘案した必要額を計

上しております。

(ト)利息返還損失引当金

同左

 

(ト)利息返還損失引当金

同左
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(チ)ギフトカード回収損失

引当金

発行から一定期間経過後に

収益へ計上したギフトカー

ドについて、今後の回収に

伴う支出に備えるため、回

収実績率等を勘案した必要

額を計上しております。

(4) 　　──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(チ)ギフトカード回収損失

引当金

同左

 

 

 

(4) 重要な収益及び費用の計上基

準

ａ．顧客手数料

…計上基準は期日到来基準

とし、次の方法によって部

門別に計上しております。

クレジットカード

（カードショッピング）

…主として残債方式

（カードキャッシング）

…残債方式

ファイナンス

…残債方式

信用保証

…主として残債方式

(注)　計上方法の内容は次

のとおりでありま

す。

残債方式

…元本残高に対して一定率

の料率で手数料を算出

し、各返済期日の到来の

つど算出額を収益計上す

る方法

ｂ．加盟店手数料

…債権債務認識時に一括し

て計上しております。

 

 

 

（チ)ギフトカード回収損失

引当金

同左

 

 

 

(4) 重要な収益及び費用の計上基

準

ａ．顧客手数料

…計上基準は期日到来基準

とし、次の方法によって部

門別に計上しております。

クレジットカード

（カードショッピング）

…主として残債方式

（カードキャッシング）

…残債方式

ファイナンス

…残債方式

信用保証

…主として残債方式

(注)　計上方法の内容は次

のとおりでありま

す。

残債方式

…元本残高に対して一定率

の料率で手数料を算出

し、各返済期日の到来の

つど算出額を収益計上す

る方法

ｂ．加盟店手数料

…債権債務認識時に一括し

て計上しております。

なお、営業収益に含まれる流

動化した債権に係る収益に

ついても上記基準によって

計上しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産

及び負債並びに収益及び費用

は、中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて

おります。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

同左

 

 

 

 

 

 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及

び負債並びに収益及び費用

は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めており

ます。
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理。なお、特例

処理の要件を満たしている

取引については特例処理に

よっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

借入金をヘッジ対象とした

金利スワップ・オプション

取引及び外貨建債権をヘッ

ジ対象とした為替予約取引

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ハ)ヘッジ方針

資金の調達に係る金利変動

リスク及び外貨建資産・負

債に係る為替変動リスクを

回避することを目的として

デリバティブ取引を利用し

ております。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の

キャッシュ・フローの変動

を比率分析する方法によっ

ております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

(イ)収益の計上基準

ａ．顧客手数料

…計上基準は期日到来基準

とし、次の方法によって部

門別に計上しております。

クレジットカード

（カードショッピング）

…主として残債方式

（カードキャッシング）

…残債方式

ファイナンス

…残債方式

信用保証

…主として残債方式

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

(イ)　──────

(7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

(イ)　──────

(注)　計上方法の内容は次

のとおりでありま

す。

残債方式

…元本残高に対して一定率

の料率で手数料を算出

し、各返済期日の到来の

つど算出額を収益計上す

る方法

なお、営業収益に含まれる流

動化した債権に係る収益に

ついても上記基準によって

計上しております。
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

ｂ．加盟店手数料

…債権債務認識時に一括し

て計上しております。

　 　

(ロ)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によって

おります。なお、固定資産に

係る控除対象外消費税等

は、発生した中間連結会計

期間の費用として計上して

おります。

(ロ)消費税等の会計処理

同左

(ロ)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によって

おります。なお、固定資産に

係る控除対象外消費税等

は、発生した連結会計年度

の費用として計上しており

ます。

５　中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

資金は、手許現金、要求払預金及

び取得日から３ケ月以内に満期

日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクし

か負わない短期的な投資から

なっております。

５　中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左
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【会計処理の変更】

　
前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当中間連結

会計期間から「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準委員

会 平成５年６月17日　最終改正平

成19年３月30日　企業会計基準第

13号）及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成６年１月18日　最

終改正平成19年３月30日　企業会

計基準適用指針第16号）を適用

し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりま

す。この変更による影響額は軽微

であります。

　　　　　────── （リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計

年度から「リース取引に関する会

計基準」(企業会計基準委員会　平

成５年６月17日　最終改正平成19

年３月30日　企業会計基準第13号)

及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委

員会　平成６年１月18日　最終改正

平成19年３月30日　企業会計基準

適用指針第16号)を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。この変更

による影響額は軽微であります。
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【表示方法の変更】

　
前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

株式会社ジャックスへの個品割賦事業の承継に伴い、

当社の事業はクレジットカード及びファイナンス部門

が主体となったことにより、当中間連結会計期間より

表示方法を次のとおり変更しております。

──────

 
 
 
 

（1）中間連結貸借対照表

(イ)中間連結貸借対照表における一部科目を次のと

おり変更しております。

（変更前） （変更後）

　割賦売掛金 　会員未収金

　 　営業貸付金

　信用保証割賦売掛金 　信用保証債務見返

　買掛金 　加盟店未払金

　信用保証買掛金 　信用保証債務

(注)「会員未収金」は、主としてカードショッ

ピング債権であります。

なお、前中間連結会計期間末における「会

員未収金」及び「営業貸付金」の金額は、

次のとおりであります。

　会員未収金　　899,416百万円

　営業貸付金　1,229,198百万円

(ロ)従来、流動負債に表示しておりました「割賦利

益繰延」（当中間連結会計期間末残高6,115百

万円）については、重要性がなくなったため、

当中間連結会計期間より流動負債の「その

他」に含めて表示しております。
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前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

（2）中間連結損益計算書

中間連結損益計算書における営業収益の区分を次

のとおり変更しております。

（変更前） （変更後）

総合あっせん収益 クレジットカード収益

個品あっせん収益 　カードショッピング

信用保証収益 　カードキャッシング

融資収益 ファイナンス収益

その他の収益 信用保証収益

金融収益 その他の収益

　 金融収益

なお、前中間連結会計期間における営業収益を当

中間連結会計期間と同一の表示にした場合は、次

のとおりであります。

　

　
金額
(百万円)

営業収益 　

　クレジットカード収益 　

　　カードショッピング 70,068

　　カードキャッシング 77,403

　　クレジットカード収益合計 147,472

　ファイナンス収益 27,020

　信用保証収益 14,513

　その他の収益 22,561

　金融収益 　

　　受取利息 1,119

　　受取配当金 319

　　その他 12

　　金融収益合計 1,451

　営業収益合計 213,018

　

　

（3）中間連結キャッシュ・フロー計算書

中間連結キャッシュ・フロー計算書における一部

科目を次のとおり変更しております。

（変更前） （変更後）

　　割賦売掛金 　　　営業債権

　　支払手形・買掛金 　　　営業債務

 

　

（中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間において販売費及び一般管理費

の「その他」に含めて表示しておりました「委託加

工費」（前中間連結会計期間は17,367百万円）は金

額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より区

分掲記しております。

──────
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前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

前中間連結会計期間において営業活動によるキャッ

シュ・フローに区分掲記しておりました「ギフト

カード回収損失引当金繰入額」（当中間連結会計期

間は211百万円）については金額的重要性がなくなっ

たため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて

表示しております。

──────

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッ

シュ・フローに「法人税等の還付額」及び「法人税

等の支払額」として区分掲記しておりましたが、金額

的重要性が低くなったため、当中間連結会計期間より

「法人税等の支払額又は還付額（△は支払）」とし

て純額表示しております。

なお、当中間連結会計期間の「法人税等の還付額」及

び「法人税等の支払額」はそれぞれ73百万円、277百

万円であります。
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【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)

　
前中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　主としてカードショッピング

債権であります。

※１　主としてカードショッピング

債権であります。

※１　主としてカードショッピング

債権であります。

※２　営業貸付金の内訳は次のとお

りであります。

※２　営業貸付金の内訳は次のとお

りであります。

※２　営業貸付金の内訳は次のとお

りであります。

部門
金額
(百万円)

カードキャッシング 681,565

ファイナンス 450,924

計 1,132,489

　

部門
金額
(百万円)

カードキャッシング 619,621

ファイナンス 394,215

計 1,013,837

　

部門
金額
(百万円)

カードキャッシング 654,314

ファイナンス 425,302

計 1,079,616

　　なお、当中間連結会計期間より

表示方法を変更しておりま

す。

この変更による場合の前中間

連結会計期間末における営業

貸付金の内訳は、次のとおり

であります。

部門
金額
(百万円)

カードキャッシング 737,929

ファイナンス 491,269

計 1,229,198

　　 　　なお、当連結会計年度より表示

方法を変更しております。

この変更による場合の前連結

会計年度末における営業貸付

金の内訳は、次のとおりであ

ります。

部門
金額
(百万円)

カードキャッシング 723,013

ファイナンス 465,548

計 1,188,562

※３　利息返還請求による損失見積

額のうち、営業貸付金の充当

に係る額33,818百万円が含ま

れております。

※３　利息返還請求による損失見積

額のうち、営業貸付金の充当

に係る額33,095百万円が含ま

れております。

※３　利息返還請求による損失見積

額のうち、営業貸付金の充当

に係る額30,089百万円が含ま

れております。

※４　有形固定資産の減価償却累計

額は22,898百万円でありま

す。

※４　有形固定資産の減価償却累計

額は22,737百万円でありま

す。

※４　有形固定資産の減価償却累計

額は21,911百万円でありま

す。
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　 前中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

５　債権を流動化した残高は　　次

のとおりであります。

営業貸付金 9,540百万円

５　　　──────

　 　

５　　　──────

　 　

６　貸出コミットメント契約

営業貸付金には、カードロー

ンとクレジットカードに付帯

するキャッシングに対しての

貸付金が含まれております。

なお、当該貸付金については、

貸出契約の際に設定した額

(契約限度額)のうち、当社グ

ループが与信した額(利用限

度額)の範囲内で顧客が随時

借入を行うことができる契約

となっております。同契約に

係る融資未使用残高は 、

7,396,770百万円であります

(当中間連結会計期間末に残

高のない顧客の融資未使用残

高を含む)。なお、同契約は融

資実行されずに終了するもの

もあり、かつ、利用限度額につ

いても当社グループが任意に

増減させることができるもの

であるため融資未使用残高は

当社グループのキャッシュ・

フローに重要な影響を与える

ものではありません。

また、提出会社は資金効率向

上のために金融機関との間で

貸出コミットメント契約を締

結しております。なお、当中間

連結会計期間末における貸出

コミットメント契約に係る借

入金未使用残高は224,339百

万円であります。

６　貸出コミットメント契約

営業貸付金には、カードロー

ンとクレジットカードに付帯

するキャッシングに対しての

貸付金が含まれております。

なお、当該貸付金については、

貸出契約の際に設定した額

(契約限度額)のうち、当社が

与信した額(利用限度額)の範

囲内で顧客が随時借入を行う

ことができる契約となってお

ります。

同契約に係る融資未使用残高

は、6,282,854百万円でありま

す(当中間連結会計期間末に

残高のない顧客の融資未使用

残高を含む)。なお、同契約は

融資実行されずに終了するも

のもあり、かつ、利用限度額に

ついても当社が任意に増減さ

せることができるものである

ため融資未使用残高は当社の

キャッシュ・フローに重要な

影響を与えるものではありま

せん。

また、提出会社は資金効率向

上のために金融機関との間で

貸出コミットメント契約を締

結しております。なお、当中間

連結会計期間末における貸出

コミットメント契約に係る

借入金未使用残高は240,000

百万円であります。

６　貸出コミットメント契約

営業貸付金には、カードロー

ンとクレジットカードに付帯

するキャッシングに対しての

貸付金が含まれております。

なお、当該貸付金については、

貸出契約の際に設定した額

(契約限度額)のうち、当社が

与信した額(利用限度額)の範

囲内で顧客が随時借入を行う

ことができる契約となってお

ります。

同契約に係る融資未使用残高

は、6,875,743百万円でありま

す(当連結会計年度末に残高

のない顧客の融資未使用残高

を含む)。なお、同契約は融資

実行されずに終了するものも

あり、かつ、利用限度額につい

ても当社が任意に増減させる

ことができるものであるため

融資未使用残高は当社の

キャッシュ・フローに重要な

影響を与えるものではありま

せん。

また、提出会社は資金効率向

上のために金融機関との間で

貸出コミットメント契約を締

結しております。なお、当連結

会計年度末における貸出コ

ミットメント契約に係る借入

金未使用残高は231,627百万

円であります。

※７　財務制限条項

借入金の内、79,025百万円に

は、経常損失に係る財務制限

条項が付されております。

なお、当該財務制限条項は連

結損益計算書または損益計算

書上、２期連続して経常損失

を計上した場合に抵触いたし

ます。

※７　財務制限条項

借入金の内、72,855百万円に

は、経常損失に係る財務制限

条項が付されております。

なお、当該財務制限条項は連

結損益計算書または損益計算

書上、２期連続して経常損失

を計上した場合に抵触いたし

ます。

※７　財務制限条項

借入金の内、75,940百万円に

は、経常損失に係る財務制限

条項が付されております。

なお、当該財務制限条項は連

結損益計算書または損益計算

書上、２期連続して経常損失

を計上した場合に抵触いたし

ます。
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(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１　営業収益には流動化した債権

に係る収益が次のとおり含ま

れております。
クレジットカード収益
　　
(カードショッピング)

 
0百万円

(カードキャッシング)3,257百万円

ファイナンス収益 6,276百万円

(注)収益の計上基準については、

「中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項」

に記載しております。

※１　　　────── ※１　営業収益には流動化した債権

に係る収益が次のとおり含ま

れております。
クレジットカード収益
　　
(カードショッピング)

 
0百万円

(カードキャッシング)3,315百万円

ファイナンス収益 7,240百万円

(注)収益の計上基準については、

「連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項」に記

載しております。

　　なお、当中間連結会計期間より

営業収益の区分を変更してお

ります。

この変更による場合の前中間

連結会計期間の流動化した債

権に係る収益は、次のとおり

であります。
クレジットカード収益
(カードショッピング)

 
2,001百万円

(カードキャッシング)9,614百万円

ファイナンス収益 13,459百万円

その他の収益 33百万円

　　 　　なお、当連結会計年度より営業

収益の区分を変更しておりま

す。

この変更による場合の前連結

会計年度の流動化した債権に

係る収益は、次のとおりであ

ります。
クレジットカード収益
(カードショッピング)

 
1,995百万円

(カードキャッシング)15,200百万円

ファイナンス収益 22,715百万円

その他の収益 68百万円

※２　　　──────
 
 
 
 
 
※３　固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 4百万円

器具備品 0　

計 4　
 

※２　　　──────
 
 
 
 
 
※３　固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 3百万円
器具備品
土地

0
4
　

計 8　
 

※２　固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 8百万円

土地 39　

計 47　

※３　固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。
建物及び構築
物、土地

47百万円

器具備品 0　

計 47　
 

※４　固定資産処分損は廃棄に伴う

ものであり、内訳は次のとお

りであります。

建物及び構築物 63百万円

器具備品 27　

計 91　
 

※４　固定資産処分損は廃棄に伴う

ものであり、内訳は次のとお

りであります。

建物及び構築物 41百万円
器具備品
無形固定資産

12
18
　

計 72　
 

※４　固定資産処分損は廃棄に伴う

ものであり、内訳は次のとお

りであります。

建物及び構築物 218百万円
器具備品
無形固定資産

127
　13
　

計 359　
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前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

 

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※５　　　──────
 
 
 
 

※５　減損損失　

遊休資産(秋田県他)につい

て、地価の下落により、47百

万円の減損損失を計上して

おります。

上記減損損失の内訳は、建物

及び構築物は11百万円、土地

は36百万円であります。

グルーピングの単位は、個々

の物件単位でグルーピング

しております。

回収可能価額の算定は、正味

売却価額により判定してお

り、時価の算定方法は不動産

鑑定評価基準等を用いて正

味売却価額から処分費用見

込額を控除して算定してお

ります。

※５　減損損失

遊休資産(熊本県他)につい

て、地価の下落により、191百

万円の減損損失を計上してお

ります。

上記減損損失の内訳は、建物

及び構築物は21百万円、土地

は169百万円であります。

グルーピングの単位は、個々

の物件単位でグルーピングし

ております。

回収可能価額の算定は、正味

売却価額により判定してお

り、時価の算定方法は不動産

鑑定評価基準等を用いて正味

売却価額から処分費用見込額

を控除して算定しておりま

す。

※６　構造改革損失引当金繰入額

平成19年９月20日に公表した

当社の「新中期経営計画」に

基づく業務構造改革の実行に

伴い発生した費用並びに今後

発生が見込まれる費用及び損

失であり、主として拠点集約

等に係る費用であります。

※７　　　──────
 

※６　　　──────

 

 

 

 

※７　改正貸金業法等対応費用

貸金業法等改正後の業務を

適正且つ円滑に行ううえで

必要となる初期費用のうち、

一時的に発生する費用であ

り、主として総量規制対応に

必要な年収証明取得の対応

費用、帳票改定費用等であり

ます。
 

※６　構造改革損失引当金繰入額

平成19年９月20日に公表した

当社の「新中期経営計画」に

基づく業務構造改革の実行に

伴い発生した費用並びに今後

発生が見込まれる費用及び損

失であり、主として拠点集約

等に係る費用であります。

※７　　　──────
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

８　部門別取扱高は次のとおり

であります。

部門
金額
(百万円)

クレジットカード
3,767,689
(3,765,526)

　カード
　ショッピング

3,355,920
(3,353,756)

　カード
　キャッシング

411,769
(411,769)

ファイナンス
38,294
(38,294)

計 3,805,984

８　部門別取扱高は次のとおり

であります。

部門
金額
(百万円)

クレジットカード
3,661,819
(3,659,833)

　カード
　ショッピング

3,333,531
(3,331,546)

　カード
　キャッシング

328,287
(328,287)

ファイナンス
28,874
(28,874)

計 3,690,693
　

８　部門別取扱高は次のとおり

であります。

部門
金額
(百万円)

クレジットカード
7,474,822
(7,470,459)

　カード
　ショッピング

6,701,074
(6,696,711)

　カード
　キャッシング

773,747
(773,747)

ファイナンス
74,873
(74,873)

計 7,549,696
 

(注)１．取扱高の(　)内は元本取扱

高であります。

２．信用保証部門において極

度貸し等に係る実行高に

ついては取扱高より除外

しております。

なお、当中間連結会計期

間末における極度貸し等

に 係 る 保 証 残 高 は

437,027百万円でありま

す。

株式会社ジャックスへの個品

割賦事業の承継に伴い、当中

間連結会計期間より部門区分

を変更しております。これに

より当中間連結会計期間にお

いて信用保証部門の取扱高を

表示する取引はありません。

なお、「その他」の取扱高に

ついては、除外しております。

この変更による場合の前中間

連結会計期間における信用保

証部門を除くクレジットカー

ド及びファイナンスの部門別

取扱高は、次のとおりであり

ます。

部門
金額
(百万円)

クレジットカード
3,620,115
(3,617,805)

　カード
　ショッピング

3,071,322
(3,069,011)

　カード
　キャッシング

548,793
(548,793)

ファイナンス
51,288
(51,288)

計 3,671,404

 

 

(注)１．取扱高の(　)内は元本取

扱高であります。

２．信用保証部門において極

度貸し等に係る実行高に

ついては取扱高より除外

しております。

なお、当中間連結会計期

間末における極度貸し等

に係る保証残高は　　　 

426,309百万円でありま

す。

 

 

(注)１．取扱高の(　)内は元本取扱

高であります。

２．信用保証部門において極

度貸し等に係る実行高に

ついては取扱高より除外

しております。

なお、当連結会計年度末に

おける極度貸し等に係る

保証残高は411,679百万円

であります。

株式会社ジャックスへの個品

割賦事業の承継に伴い、当連

結会計年度より部門区分を変

更しております。これにより

当連結会計年度において信用

保証部門の取扱高を表示する

取引はありません。

なお、「その他」の取扱高に

ついては、除外しております。

この変更による場合の前連結

会計年度における信用保証部

門を除くクレジットカード及

びファイナンスの部門別取扱

高は、次のとおりであります。

部門
金額
(百万円)

クレジットカード
7,397,754
(7,393,092)

　カード
　ショッピング

6,344,748
(6,340,086)

　カード
　キャッシング

1,053,005
(1,053,005)

ファイナンス
94,107
(94,107)

計 7,491,861
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

　

前中間連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

(株)
増加
(株)

減少
(株)

当中間連結会計期間末
(株)

発行済株式 　 　 　 　

　普通株式（注１） 1,422,924,559202,020,202 ─ 1,624,944,761

　第１種株式（注２） 50,000,000 ─ 50,000,000 ─

合　　計 1,472,924,559202,020,20250,000,0001,624,944,761

自己株式 　 　 　 　

　普通株式（注３） 749,631 18,165 767,796 ─

  第１種株式（注４） ─ 50,000,00050,000,000 ─

合　　計 749,631 50,018,16550,767,796 ─

　
(注１)普通株式の発行済株式総数の増加は、第１種株式の取得請求権行使によるものであります。

(注２)第１種株式の発行済株式総数の減少は、普通株式を対価とする取得請求権行使により増加した自己株式を消却し

たことによるものであります。

(注３)普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　　　普通株式の自己株式の株式数の減少は、親会社との株式交換によるものであります。

(注４)第１種株式の自己株式の株式数の増加は、普通株式を対価とする取得請求権行使によるものであります。

第１種株式の自己株式の株式数の減少は、普通株式を対価とする取得請求権行使により増加した自己株式を消却

したことによるものであります。

　

２．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

３．配当に関する事項

（１） 配当金支払額

当中間連結会計期間に該当事項はありません。

　

（２） 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの

該当事項はありません。
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当中間連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

(株)
増加
(株)

減少
(株)

当中間連結会計期間末
(株)

発行済株式 　 　 　 　

　普通株式 1,624,944,761 ─ ─ 1,624,944,761

合　　計 1,624,944,761 ─ ─ 1,624,944,761

自己株式 　 　 　 　

　普通株式 ─ ─ ─ ─

合　　計 ─ ─ ─ ─

　

　

２．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

３．配当に関する事項

（１） 配当金支払額

当中間連結会計期間に該当事項はありません。

　

（２） 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの

該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

（株）

増加

（株）

減少

（株）

当連結会計年度末

（株）

発行済株式 　 　 　 　

　普通株式(注１) 1,422,924,559202,020,202 ― 1,624,944,761

　第１種株式(注２) 50,000,000 ― 50,000,000 ―

　　合　　計 1,472,924,559202,020,20250,000,0001,624,944,761

自己株式 　 　 　 　

　普通株式(注３) 749,631 18,165 767,796 ―

  第１種株式(注４) ― 50,000,000 50,000,000 ―

　　合　　計 749,631 50,018,165 50,767,796 ―

　
(注１)　普通株式の発行済株式総数の増加は、第１種株式の取得請求権行使によるものであります。

(注２)　第１種株式の発行済株式総数の減少は、普通株式を対価とする取得請求権行使により増加した自己株式を消　

　却したことによるものであります。　

(注３)　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　普通株式の自己株式の株式数の減少は、親会社との株式交換によるものであります。

(注４)　第１種株式の自己株式の株式数の増加は、普通株式を対価とする取得請求権行使によるものであります。

　第１種株式の自己株式の株式数の減少は、普通株式を対価とする取得請求権行使により増加した自己株式を

　消却したことによるものであります。

 

２　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
　
　
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

該当事項はありません。
　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照

表に掲記されている科目の

金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び
預金勘定

66,158百万円

現金及び
現金同等物

66,158　

現金及び
預金勘定

67,233百万円

現金及び
現金同等物

67,233　

現金及び
預金勘定

63,199百万円

現金及び
現金同等物

63,199　

２　平成20年４月１日に会社分割

により当社の子会社であるＪ

ＮＳ管理サービス株式会社に

事業承継し、当該子会社株式

の譲渡により株式会社ジャッ

クスへ承継した資産及び負債

の主な内訳は次のとおりであ

ります。

流動資産 493,075百万円

固定資産 17,869　

資産合計 510,944　

 

流動負債 498,924百万円

負債合計 498,924　

 

２　　　──────

 

２　平成20年４月１日に会社分割

により当社の子会社である

ＪＮＳ管理サービス株式会

社に事業承継し、当該子会社

株式の譲渡により株式会社

ジャックスへ承継した資産

及び負債の主な内訳は次の

とおりであります。

流動資産 493,075百万円

固定資産 17,869　

資産合計 510,944
　
　

 

流動負債 498,924百万円

負債合計 498,924　
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(リース取引関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

所有権移転外ファイナンス・リース

取引

（新リース会計基準適用開始前の通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっているもの）

所有権移転外ファイナンス・リース

取引

（新リース会計基準適用開始前の通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっているもの）

所有権移転外ファイナンス・リース

取引

（新リース会計基準適用開始前の通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっているもの）

（借手側） （借手側） （借手側）

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末

残高相当額

　
器具備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 16,7342,87619,611

減価償却
累計額
相当額

8,9561,55710,514

減損損失
累計額
相当額

194 144 338

中間期末
残高
相当額

7,5831,1748,758
　

　
器具備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 14,3612,27016,632

減価償却
累計額
相当額

10,0831,55111,634

減損損失
累計額
相当額

194 144 338

中間期末
残高
相当額

4,0845754,659
　

　
器具備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 15,7132,65218,366

減価償却
累計額
相当額

9,7171,66111,378

減損損失
累計額
相当額

194 144 338

期末残高
相当額 5,8018476,648

　

（注）取得価額相当額は、従来、支

払利息相当額を控除した方

法により算定しておりまし

たが、未経過リース料中間

期末残高の固定資産の中間

期末残高に占める割合が低

下し、重要性がなくなった

ため、当中間連結会計期間

より、支払利子込み法によ

り算定しております。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

　
器具備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 15,7992,73118,530

減価償却
累計額
相当額

8,4581,4749,932

減損損失
累計額
相当額

189 141 330

中間期末
残高
相当額

7,1511,1158,267

　 （注）取得価額相当額は、従来、支

払利息相当額を控除した方

法により算定しておりまし

たが、未経過リース料期末

残高の固定資産の期末残高

に占める割合が低下し、重

要性がなくなったため、当

連結会計年度より、支払利

子込み法により算定してお

ります。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

　
器具備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 14,7332,51617,250

減価償却
累計額
相当額

9,1201,53110,651

減損損失
累計額
相当額

189 141 330

期末残高
相当額 5,4238446,267
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 4,050百万円

１年超 5,046　

合計 9,096　

リース資産減損勘定の残高

　 135百万円
 

１年以内 2,959百万円

１年超 2,039　

合計 4,998　

リース資産減損勘定の残高

　 32百万円
 

１年以内 3,600百万円

１年超
3,386
 
　

合計 6,987　

リース資産減損勘定の残高

　 84百万円
 

（注）未経過リース料中間期末残

高相当額及びリース資産減

損勘定の残高は、従来、支払

利息相当額を控除した方法

により算定しておりました

が、未経過リース料中間期

末残高の固定資産の中間期

末残高に占める割合が低下

し、重要性がなくなったた

め、当中間連結会計期間よ

り、支払利子込み法により

算定しております。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

　 （注）未経過リース料期末残高相

当額及びリース資産減損勘

定の残高は、従来、支払利息

相当額を控除した方法によ

り算定しておりましたが、

未経過リース料期末残高の

固定資産の期末残高に占め

る割合が低下し、重要性が

なくなったため、当連結会

計年度より、支払利子込み

法により算定しておりま

す。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

１年以内 3,876百万円

１年超 4,927　

合計 8,804　

リース資産減損勘定の残高

　 132百万円

　
　

１年以内 3,474百万円

１年超 3,298　

合計 6,772　

リース資産減損勘定の残高

　 82百万円
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　 前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却

費相当額

(3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却

費相当額

(3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却

費相当額

支払
リース料

2,292百万円

リ－ス資産
減損勘定の
取崩額

67　

減価償却費
相当額

2,292　
　

支払
リース料

1,926百万円

リ－ス資産
減損勘定の
取崩額

51　

減価償却費
相当額

1,926　
　

支払
リース料

4,396百万円

リ－ス資産
減損勘定の
取崩額

119　

減価償却費
相当額

4,396　
　

（注）リース資産減損勘定の取崩

額は、従来、支払利息相当額

を控除した方法により算定

しておりましたが、未経過

リース料中間期末残高の固

定資産の中間期末残高に占

める割合が低下し、重要性

がなくなったため、当中間

連結会計期間より、支払利

子込み法により算定してお

ります。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

　 （注）リース資産減損勘定の取崩

額は、従来、支払利息相当額

を控除した方法により算定

しておりましたが、未経過

リース料期末残高の固定資

産の期末残高に占める割合

が低下し、重要性がなく

なったため、当連結会計年

度より、支払利子込み法に

より算定しております。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

支払
リース料

2,292百万円

リ－ス資産
減損勘定の
取崩額

66　

減価償却費
相当額

2,171　

支払利息
相当額

125　

　

　 支払
リース料

4,396百万円

リ－ス資産
減損勘定の
取崩額

116　

減価償却費
相当額

4,145　

支払利息
相当額

223　

　
(4) 減価償却費相当額の算定方法

　

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　

　　　 同左

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　

　　　同左

 

オペレーティング・リース取引

 (借手側)

オペレーティング・リース取引

 (借手側)

オペレーティング・リース取引

 (借手側)

オペレーティング・リース取

引のうち解約不能のものに係

る未経過リース料

オペレーティング・リース取

引のうち解約不能のものに係

る未経過リース料

オペレーティング・リース取

引のうち解約不能のものに係

る未経過リース料

１年以内 2,212百万円

１年超 4,689　

合計 6,901　
　

１年以内 2,240百万円

１年超 2,689　

合計 4,929　
　

１年以内 2,142百万円

１年超 3,637　

合計 5,779　
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(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成20年９月30日)

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(1)　株式 8,914 13,140 4,226

　　（うち、親会社株式）(注２) (　 263) (　 253) (　△10)

(2)　その他 150 178 27

合計 9,065 13,318 4,253

(注１) 有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて著しく下落した場合、時価が取得原価まで
回復する見込みがないと判断したものについて処理しております。時価が「著しく下落した」と判断
する基準は、予め定めている資産の自己査定に係る規程に有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり
定めております。

・破綻先、実質破綻先、破綻懸念先　　時価が取得原価に比べて下落
・要注意先　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて30％以上下落
・正常先　　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて50％以上下落

なお、破綻先とは法的・形式的な経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは実質的に
経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発
行会社であります。要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは上記破
綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。

(注２) 親会社株式は、中間連結貸借対照表では、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

　

３　時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 3,086百万円

優先出資証券 999百万円
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当中間連結会計期間末(平成21年９月30日)

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

　　

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(1)　株式 7,608 11,429 3,820

　　（うち、親会社株式）(注２) (264) (137) (△126)

(2)　その他 150 158 7

合計 7,759 11,587 3,828

(注１) 有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて著しく下落した場合、時価が取得原価まで回
復する見込みがないと判断したものについて処理しております。時価が「著しく下落した」と判断
する基準は、予め定めている資産の自己査定に係る規程に有価証券の発行会社の区分毎に次のとお
り定めております。
・破綻先、実質破綻先、破綻懸念先　　時価が取得原価に比べて下落
・要注意先　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて30％以上下落
・正常先　　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて50％以上下落

なお、破綻先とは法的・形式的な経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは実質的に
経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
発行会社であります。要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは上記
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。

(注２) 親会社株式は、中間連結貸借対照表では、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

　

３　時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 3,189百万円

優先出資証券 111百万円
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前連結会計年度(平成21年３月31日)

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　　該当事項はありません。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(1)　株式 7,704 9,755 2,051

　　（うち、親会社株式）(注２) (264) (135) (△128)

(2)　その他 150 129 △20

合計 7,854 9,885 2,031

(注1) 有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて著しく下落した場合、時価が取得原価まで回
復する見込みがないと判断したものについて処理しております。時価が「著しく下落した」と判断す
る基準は、予め定めている資産の自己査定に係る規程に有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定
めております。

・破綻先、実質破綻先、破綻懸念先　　時価が取得原価に比べて下落
・要注意先　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて30％以上下落
・正常先　　　　　　　　　　　　　　時価が取得原価に比べて50％以上下落

なお、破綻先とは法的・形式的な経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは実質的に
経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発
行会社であります。要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは上記破
綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。

(注2)親会社株式は、連結貸借対照表では、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

　

３　時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式

優先出資証券

3,542百万円

228百万円
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(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成20年９月30日)

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除

いております。

　

当中間連結会計期間末(平成21年９月30日)

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除

いております。

　

前連結会計年度末(平成21年３月31日)

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除

いております。
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(企業結合等関係)

　

前中間連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

（事業分離）

１．会社分割による事業承継及び株式譲渡先企業の名称、会社分割した事業の内容、事業承継及び株式譲渡

を行った主な理由、会社分割日及び株式譲渡日、法的形式を含む事業承継及び株式譲渡の概要

(1)　会社分割による事業承継及び株式譲渡先企業の名称

①　会社分割による事業承継先企業の名称

名称　ＪＮＳ管理サービス株式会社

②　株式譲渡先企業の名称

名称　株式会社ジャックス

(2)　会社分割した事業の内容

個品割賦事業

(3)　事業承継及び株式譲渡を行った主な理由

当社は、本件事業承継により経営資源をクレジットカード事業に集中し、クレジットカード事業を

主体とした収益構造への大胆な転換を実現することを目的としております。

(4)　会社分割日及び株式譲渡日

会社分割日　平成20年４月１日

株式譲渡日　平成20年４月１日

(5)　法的形式を含む事業承継及び株式譲渡の概要

当社の営む個品割賦事業に関する資産、負債及びこれに付随する権利・義務を、個品割賦事業の承

継のために当社が設立した子会社であるＪＮＳ管理サービス株式会社に対して分社型吸収分割の

方法により承継し、当該子会社株式の全てを株式会社ジャックスに譲渡いたしました。

２．実施した会計処理の概要

(1)　株式譲渡の会計処理

子会社株式の譲渡損失12,020百万円については、前連結会計年度末に計上している構造改革損失

引当金を同額目的使用しております。

(2)　株式譲渡により承継した資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

①　資産の額

流動資産（会員未収金等）　　　　　　　493,075百万円

固定資産（オートリース資産等）　 　　　17,869百万円

②　負債の額

流動負債（加盟店未払金、借入金等）　　498,924百万円

３. 中間連結財務諸表における事業の種類別セグメントにおいて、当該承継した事業が含まれていた事業

区分の名称

クレジット事業

４. 当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上されている承継した事業に係る損益の概算額

該当事項はありません。
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当中間連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

（共通支配下の取引等）

(1)対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の

目的を含む取引の概要

①　対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称：株式会社ＤＣキャッシュワンの信用保証事業等

事業の内容：主として「三菱東京ＵＦＪ－ＶＩＳＡ」クレジットカードの会員の債務に係る保証

②　企業結合の法的形式

株式会社ＤＣキャッシュワンを分割会社、当社を承継会社とする会社分割(吸収分割)

③　結合後企業の名称

三菱ＵＦＪニコス株式会社(当社)

④　取引の目的を含む取引の概要

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの企業グループにおけるコンシューマーファイナ

ンス事業の競争力強化に向けたグループ内の機能再編・効率化の一環として、株式会社ＤＣ

キャッシュワンより、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が発行する「三菱東京ＵＦＪ－ＶＩＳＡ」ク

レジットカードに係る信用保証事業及び事務取扱いに関する受託業を承継するものであります。

(2)実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準　三　企業結合に係る会計基準　４　共通支配下の取引等の会計処理　(1)

共通支配下の取引」に規定する会計処理を適用しております。
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前連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

（事業分離）

１．会社分割による事業承継及び株式譲渡先企業の名称、会社分割した事業の内容、事業承継及び株式譲渡

を行った主な理由、会社分割日及び株式譲渡日、法的形式を含む事業承継及び株式譲渡の概要

(1)会社分割による事業承継及び株式譲渡先企業の名称

①会社分割による事業承継先企業の名称

名称　ＪＮＳ管理サービス株式会社

②株式譲渡先企業の名称

名称　株式会社ジャックス

(2)会社分割した事業の内容

個品割賦事業

(3)事業承継及び株式譲渡を行った主な理由

当社は、本件事業承継により経営資源をクレジットカード事業に集中し、クレジットカード事業を主

体とした収益構造への大胆な転換を実現することを目的としております。

(4)会社分割日及び株式譲渡日

会社分割日　平成20年４月１日

株式譲渡日　平成20年４月１日

(5)法的形式を含む事業承継及び株式譲渡の概要

当社の営む個品割賦事業に関する資産、負債及びこれに付随する権利・義務を、個品割賦事業の承継

のために当社が設立した子会社であるＪＮＳ管理サービス株式会社に対して分社型吸収分割の方法

により承継し、当該子会社株式の全てを株式会社ジャックスに譲渡いたしました。

２．実施した会計処理の概要

(1)株式譲渡の会計処理

子会社株式の譲渡損失12,020百万円については、前連結会計年度末に計上している構造改革損失引当

金を同額目的使用しております。

(2)株式譲渡により承継した資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

①資産の額

流動資産（会員未収金等）　　　　　　　493,075百万円

固定資産（オートリース資産等）　 　　　17,869百万円

②負債の額

流動負債（加盟店未払金、借入金等）　　498,924百万円

３. 連結財務諸表における事業の種類別セグメントにおいて、当該承継した事業が含まれていた事業区分

の名称

クレジット事業

４. 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている承継した事業に係る損益の概算額

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)、当中間連結会計期間（平成21年４

月１日から平成21年９月30日まで）及び前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日ま

で）について、連結会社は、クレジットカード・ファイナンス等の「クレジット事業」以外に、集金代行

等の「その他事業」を営んでおりますが、全セグメントの売上高(営業収益)の合計、営業利益又は営業損

失の合計額に占める「クレジット事業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しており

ます。

　

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)、当中間連結会計期間（平成21年４

月１日から平成21年９月30日まで）及び前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日ま

で）については、全セグメント売上高(営業収益)の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超え

ているため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前中間連結会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)、当中間連結会計期間（平成21年４

月１日から平成21年９月30日まで）及び前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日ま

で）については、海外売上高(営業収益)は連結売上高(営業収益)の10％未満のため、記載を省略しており

ます。
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(１株当たり情報)

　
前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 114.92円
　

１株当たり純資産額 108.76円
　

１株当たり純資産額 114.43円
　

１株当たり中間純利益金
額

5.39円
　

１株当たり中間純損失金
額

6.42円
　

１株当たり当期純利益金
額

5.68円
　

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借対
照表)の純資産の部の合計額
（百万円）

186,731 176,730 185,938

普通株式に係る純資産額(百万円) 186,731 176,730 185,938

１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の数(千株)

1,624,944 1,624,944 1,624,944

２．１株当たり中間（当期）純利益（純損失）金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

中間連結損益計算書上の中間(当
期)純利益(△は中間純損失)（百
万円）

7,960 △10,424 8,804

普通株主に帰属しない金額
（百万円）

― ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純利益
(△は中間純損失)
（百万円）

7,960 △10,424 8,804

普通株式の期中平均株式数
（千株）

1,476,513 1,624,944 1,550,525
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(重要な後発事象)

　
前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　当社は、平成20年10月６日開催の
取締役会において、当社が保有
するＶｉｓａＩｎｃ．株式の一
部を売却することを決議し、平
成20年10月８日にその一部を売
却いたしました。
その概要は次のとおりでありま
す。

１　　　　────── １　　　　──────

　(1) 銘柄

　    VisaInc.Class-C CommonStock

　 　

　　　

　(2) 売却株式数

　　　2,000,000株

　 　

　　

　(3) 売却額

　　　9,584百万円

　 　

　　

　(4) 売却益

　　　9,523百万円

　 　

　　

２　　　　────── ２　　　　────── ２　当社は、平成21年１月26日開催の
取締役会において、株式会社Ｄ
Ｃキャッシュワンとの信用保証
事業の承継に係る吸収分割契約
の締結を決議し、平成21年４月
１日に承継いたしました。
その概要は、以下のとおりであ
ります。

(1)対象となった事業の名称及び

その事業の内容、企業結合の法

的形式、結合後企業の名称並び

に取引の目的を含む取引の概

要

①対象となった事業の名称及び

その事業の内容

事業の名称：株式会社ＤＣ

キャッシュワン

の信用保証事業

等

事業の内容：主として「三菱

東京UFJ-VISA」

クレジットカー

ドの会員の債務

に係る保証

②　企業結合の法的形式

株式会社ＤＣキャッシュ

ワンを分割会社、当社を承

継会社とする会社分割

（吸収分割）

③　結合後企業の名称

三菱ＵＦＪニコス株式会

社（当社）
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前中間連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　 　 ④　取引の目的を含む取引の概要

株式会社三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループの企業

グループにおけるコン

シューマーファイナンス事

業の競争力強化に向けたグ

ループ内の機能再編・効率

化の一環として、株式会社Ｄ

Ｃキャッシュワンより、株式

会社三菱東京ＵＦＪ銀行が

発行する「三菱東京ＵＦＪ

―ＶＩＳＡ」クレジット

カードに係る信用保証事業

及び事務取扱いに関する受

託業を承継するものであり

ます。

(2)実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準　三

企業結合に係る会計基準　４共

通支配下の取引等の会計処理

(1)共通支配下の取引」に規定

する会計処理を適用しておりま

す。

３　　　　────── ３　　　　────── ３　当社は、平成21年４月27日開催の
取締役会において、当社が保有す
るＶｉｓａＩｎｃ．株式の一部
を売却することを決議し、平成21
年５月20日にその一部を売却い
たしました。
その概要は次のとおりでありま
す。
(1)銘柄
  VisaInc.Class-C CommonStock
　
(2)売却株式数
  1,000,000株
(3)売却額
　5,785百万円
(4)売却益
　5,773百万円　　
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 64,806 66,538 61,845

会員未収金 ※1
 648,520

※1
 644,595

※1
 634,473

営業貸付金 ※2, ※7
 1,132,489

※2, ※7
 1,013,837

※2, ※7
 1,079,616

信用保証債務見返 1,387,400 1,231,940 1,282,700

繰延税金資産 29,134 29,912 24,946

その他 168,218 140,805 138,027

貸倒引当金 ※3
 △221,216

※3
 △216,645

※3
 △207,045

流動資産合計 3,209,352 2,910,983 3,014,564

固定資産

有形固定資産 ※4
 34,574

※4
 33,510

※4
 33,976

無形固定資産

ソフトウエア 66,186 74,439 68,056

その他 3,838 4,547 3,721

無形固定資産合計 70,024 78,987 71,778

投資その他の資産

繰延税金資産 23,232 17,938 23,053

その他 29,900 27,729 24,973

貸倒引当金 △236 △153 △183

投資その他の資産合計 52,896 45,514 47,843

固定資産合計 157,495 158,012 153,597

資産合計 3,366,848 3,068,995 3,168,162

負債の部

流動負債

支払手形 256 45 31

加盟店未払金 206,177 219,703 226,749

信用保証債務 1,387,400 1,231,940 1,282,700

短期借入金 174,211 120,686 123,696

1年内償還予定の社債 － 10,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※8
 315,694

※8
 294,303

※8
 384,984

コマーシャル・ペーパー 272,629 209,931 228,729

未払法人税等 428 414 151

賞与引当金 3,290 2,700 3,060

ポイント引当金 9,195 9,531 7,954

構造改革損失引当金 2,971 － －

その他 197,616 206,151 200,786

流動負債合計 2,569,872 2,305,409 2,458,843
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(単位：百万円)

前中間会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

固定負債

社債 40,000 30,000 40,000

長期借入金 ※8
 539,092

※8
 505,657

※8
 437,160

退職給付引当金 3,806 3,098 3,209

役員退職慰労引当金 344 125 313

利息返還損失引当金 26,099 43,305 37,452

ギフトカード回収損失引当金 2,221 2,364 2,806

その他 1,066 4,042 4,753

固定負債合計 612,630 588,592 525,696

負債合計 3,182,502 2,894,002 2,984,540

純資産の部

株主資本

資本金 109,312 109,312 109,312

資本剰余金

資本準備金 7,106 7,106 7,106

その他資本剰余金 126,139 126,139 126,139

資本剰余金合計 133,245 133,245 133,245

利益剰余金

利益準備金 1,224 1,224 1,224

その他利益剰余金

別途積立金 26,550 26,550 26,550

繰越利益剰余金 △88,185 △97,221 △87,438

利益剰余金合計 △60,411 △69,447 △59,663

株主資本合計 182,146 173,111 182,894

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,528 2,394 1,252

繰延ヘッジ損益 △330 △512 △525

評価・換算差額等合計 2,198 1,882 727

純資産合計 184,345 174,993 183,621

負債純資産合計 3,366,848 3,068,995 3,168,162
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②【中間損益計算書】
(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

営業収益

クレジットカード収益

カードショッピング ※1
 71,636

※1
 69,832

※1
 144,206

カードキャッシング ※1
 62,829

※1
 51,140

※1
 119,320

クレジットカード収益合計 134,466 120,973 263,526

ファイナンス収益 ※1
 22,181

※1
 18,139

※1
 42,561

信用保証収益 8,758 8,447 16,966

その他の収益 19,947 17,147 38,556

金融収益

受取利息 947 688 1,809

その他 206 883 392

金融収益合計 1,154 1,572 2,202

営業収益合計 186,507 166,280 363,813

営業費用

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 45,829 52,823 72,632

利息返還損失引当金繰入額 － 16,555 20,521

減価償却費 8,780 9,242 17,860

その他 118,434 108,021 231,284

販売費及び一般管理費合計 173,045 186,642 342,298

金融費用

支払利息 9,084 7,580 18,636

その他 － 105 110

金融費用合計 9,084 7,685 18,747

営業費用合計 182,129 194,328 361,046

営業利益又は営業損失（△） 4,377 △28,047 2,767

営業外収益 50 952 499

営業外費用 109 1 114

経常利益又は経常損失（△） 4,318 △27,096 3,151

特別利益 ※3
 249

※3
 19,744

※3
 9,820

特別損失 ※4
 489

※4
 2,633

※4
 2,835

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 4,078 △9,985 10,137

法人税、住民税及び事業税 20 27 18

法人税等調整額 △3,647 △229 1,665

法人税等合計 △3,627 △201 1,683

中間純利益又は中間純損失（△） 7,705 △9,783 8,453
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③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 109,312 109,312 109,312

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 109,312 109,312 109,312

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 7,106 7,106 7,106

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 7,106 7,106 7,106

その他資本剰余金

前期末残高 126,103 126,139 126,103

当中間期変動額

親会社との株式交換 36 － 36

当中間期変動額合計 36 － 36

当中間期末残高 126,139 126,139 126,139

資本剰余金合計

前期末残高 133,209 133,245 133,209

当中間期変動額

親会社との株式交換 36 － 36

当中間期変動額合計 36 － 36

当中間期末残高 133,245 133,245 133,245

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,224 1,224 1,224

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 1,224 1,224 1,224

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 26,550 26,550 26,550

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 26,550 26,550 26,550

繰越利益剰余金

前期末残高 △95,891 △87,438 △95,891

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 7,705 △9,783 8,453

当中間期変動額合計 7,705 △9,783 8,453

当中間期末残高 △88,185 △97,221 △87,438

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪニコス株式会社(E04756)

半期報告書

 70/100



(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 △68,116 △59,663 △68,116

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 7,705 △9,783 8,453

当中間期変動額合計 7,705 △9,783 8,453

当中間期末残高 △60,411 △69,447 △59,663

自己株式

前期末残高 △221 － △221

当中間期変動額

自己株式の取得 △6 － △6

親会社との株式交換 227 － 227

当中間期変動額合計 221 － 221

当中間期末残高 － － －

株主資本合計

前期末残高 174,183 182,894 174,183

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 7,705 △9,783 8,453

自己株式の取得 △6 － △6

親会社との株式交換 263 － 263

当中間期変動額合計 7,963 △9,783 8,710

当中間期末残高 182,146 173,111 182,894

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 3,454 1,252 3,454

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △926 1,141 △2,202

当中間期変動額合計 △926 1,141 △2,202

当中間期末残高 2,528 2,394 1,252

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △639 △525 △639

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 309 13 113

当中間期変動額合計 309 13 113

当中間期末残高 △330 △512 △525

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,815 727 2,815

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △617 1,155 △2,088

当中間期変動額合計 △617 1,155 △2,088

当中間期末残高 2,198 1,882 727
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(単位：百万円)

前中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

純資産合計

前期末残高 176,999 183,621 176,999

当中間期変動額

中間純利益又は中間純損失（△） 7,705 △9,783 8,453

自己株式の取得 △6 － △6

親会社との株式交換 263 － 263

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △617 1,155 △2,088

当中間期変動額合計 7,346 △8,628 6,622

当中間期末残高 184,345 174,993 183,621
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【中間財務諸表作成の基本となる重要な事項】

　
前中間会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

満期保有目的の債券

…償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

その他有価証券(時価のあるも

の)

…中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)

(1)有価証券

満期保有目的の債券

…　同左

子会社株式及び関連会社株式

…　同左

その他有価証券(時価のあるも

の)

…　同左

(1)有価証券

満期保有目的の債券

…　同左

子会社株式及び関連会社株式

…　同左

その他有価証券(時価のあるも

の)

…決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)

その他有価証券(時価のないも

の)

…移動平均法による原価法

その他有価証券(時価のないも

の)

…　同左

その他有価証券(時価のないも

の)

…　同左

(2)デリバティブ

…時価法

(2)デリバティブ

…　同左

(2)デリバティブ

…　同左

２　固定資産の減価償却の方法 ２　固定資産の減価償却の方法 ２　固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除

く）

　定額法

(1)有形固定資産（リース資産を除

く）

　　同左

(1)有形固定資産（リース資産を除

く）

　　同左

(2)有形固定資産（リース資産）

所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法

(2)有形固定資産（リース資産）

　　同左

(2)有形固定資産（リース資産）

　　同左

(3)ソフトウエア

社内における利用可能期間に基

づく定額法

(3)ソフトウエア

　　同左

 

 

なお、所有権移転外ファイナンス

リース取引のうち、リース取引開始

日が「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号）の適用

初年度開始前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

(3)ソフトウエア

　　同左

 

 

なお、所有権移転外ファイナンス

リース取引のうち、リース取引開始

日が「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号）の適用

初年度開始前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。
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　 前中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

３　引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

３　引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

　同左

３　引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

　同左

(2)賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備える

ため、賞与支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上しており

ます。

(2)賞与引当金

　同左

(2)賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備える

ため、賞与支給見込額の当事業

年度負担額を計上しておりま

す。

(3)ポイント引当金

カ－ド利用促進を目的とするポ

イント制度に基づき、カ－ド会

員に付与したポイントの使用に

より発生する費用負担に備える

ため、当中間会計期間末におけ

る将来使用見込額を計上してお

ります。

(3)ポイント引当金

　同左

(3)ポイント引当金

カ－ド利用促進を目的とするポ

イント制度に基づき、カ－ド会

員に付与したポイントの使用に

より発生する費用負担に備える

ため、当事業年度末における将

来使用見込額を計上しておりま

す。

(4)構造改革損失引当金

業務構造改革に伴い、今後発生

が見込まれる費用及び損失見積

額を計上しております。

(4)　　 ―――――――

 

(4)構造改革損失引当金

業務構造改革に伴い、今後発生

が見込まれる費用及び損失見積

額を計上しております。

(5)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

なお、過去勤務債務については、

その発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（６年）による定額法により

按分した額を費用処理しており

ます。数理計算上の差異は、各期

の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（主として12年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌期から費用処理しており

ます。

また、執行役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく中間期末要支給額

を計上しております。

(5)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

なお、過去勤務債務については、

その発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（６年）による定額法により

按分した額を費用処理しており

ます。数理計算上の差異は、各期

の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（主として11年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌期から費用処理しており

ます。

また、執行役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく中間期末要支給額

を計上しております。
（追加情報）
従来、数理計算上の差異は費用処

理年数を主として12年としてお

りましたが、従業員の平均残存勤

務期間が短縮されたため、主とし

て11年に変更しております。な

お、この変更に伴う影響は軽微で

あります。

(5)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

なお、過去勤務債務については、

その発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（６年）による定額法により

按分した額を費用処理しており

ます。数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（主として12年）による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用

処理しております。

また、執行役員の退職慰労金の支

出に備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく期末要支給額を計

上しております。
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　 前中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(6)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく中間期末要支給額を計上し

ております。

(6)役員退職慰労引当金

同左

(6)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上してお

ります。

(7)利息返還損失引当金

将来の利息返金の請求に備える

ため、過去の返金実績率等を勘案

した必要額を計上しております。

(7)利息返還損失引当金

同左

(7)利息返還損失引当金

　　同左

(8)ギフトカード回収損失引当金

発行から一定期間経過後に収益

へ計上したギフトカードについ

て、今後の回収に伴う支出に備え

るため、回収実績率等を勘案した

必要額を計上しております。

(8)ギフトカード回収損失引当金

　 同左

(8)ギフトカード回収損失引当金

　　同左

４　     ―――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４　収益及び費用の計上基準

(1) 顧客手数料

…計上基準は期日到来基準とし、

次の方法によって部門別に計

上しております。

クレジットカード

（カードショッピング）

…主として残債方式

（カードキャッシング）

…残債方式

ファイナンス

…残債方式

信用保証

…主として残債方式

４　収益及び費用の計上基準

(1) 顧客手数料

…計上基準は期日到来基準とし、

次の方法によって部門別に計

上しております。

クレジットカード

（カードショッピング）

…主として残債方式

（カードキャッシング）

…残債方式

ファイナンス

…残債方式

信用保証

…主として残債方式

　

　

　

　

(注) 計上方法の内容は次のとお

りであります。

残債方式

…元本残高に対して一定率の料

率で手数料を算出し、各返済期

日の到来のつど算出額を収益

計上する方法

(注) 計上方法の内容は次のとお

りであります。

残債方式

…元本残高に対して一定率の料

率で手数料を算出し、各返済期

日の到来のつど算出額を収益

計上する方法

　

　

(2) 加盟店手数料

…債権債務認識時に一括して計

上しております。

(2) 加盟店手数料

…債権債務認識時に一括して計

上しております。

なお、営業収益に含まれる流動化

した債権に係る収益についても上

記基準によって計上しておりま

す。
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　 前中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

５　外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

５　外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

　　同左

５　外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処

理しております。

６　ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理。なお、特例処理

の要件を満たしている取引につ

いては特例処理によっておりま

す。

６　ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

　　同左

６　ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

　　同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

借入金をヘッジ対象とした金利

スワップ・オプション取引及び

外貨建債権をヘッジ対象とした

為替予約取引

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

(3)ヘッジ方針

資金の調達に係る金利変動リス

ク及び外貨建資産・負債に係る

為替変動リスクを回避すること

を目的としてデリバティブ取引

を利用しております。

(3)ヘッジ方針

　　同左

(3)ヘッジ方針

　　同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の

キャッシュ・フローの変動を比

率分析する方法によっておりま

す。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　　同左
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前中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

７　その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項

(1)　収益の計上基準

(イ) 顧客手数料

…計上基準は期日到来基準とし、

次の方法によって部門別に計

上しております。

クレジットカード

（カードショッピング）

…主として残債方式

（カードキャッシング）

…残債方式

ファイナンス

…残債方式

信用保証

…主として残債方式

７　その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項

(1)　　―――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７　その他財務諸表作成のための重

要な事項

(1)　　―――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 計上方法の内容は次のとお

りであります。

残債方式

…元本残高に対して一定率の料

率で手数料を算出し、各返済期

日の到来のつど算出額を収益

計上する方法

なお、営業収益に含まれる流動化

した債権に係る収益についても上

記基準によって計上しておりま

す。

　

　

　

　

　

　

(ロ) 加盟店手数料

…債権債務認識時に一括して計

上しております。

　

　

　

　

(2)　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

なお、固定資産に係る控除対象外

消費税等は、発生した中間会計期

間の費用として計上しておりま

す。

(2)　消費税等の会計処理

　　同左

 

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

なお、固定資産に係る控除対象外

消費税等は、発生した事業年度の

費用として計上しております。
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【会計処理の変更】

　
　 前中間会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当中間会計

期間から「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　　

平成５年６月17日　最終改正平成

19年３月30日　企業会計基準第13

号）及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成６年１月18日　最終

改正平成19年３月30日　企業会計

基準適用指針第16号）を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。こ

の変更による影響額は軽微であり

ます。

―――――――　 （リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、従来、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度

から「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　　平成

５年６月17日　最終改正平成19年

３月30日　企業会計基準第13号）

及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成６年１月18日　最終改正

平成19年３月30日　企業会計基準

適用指針第16号）を適用し、通常

の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。この変

更による影響額は軽微でありま

す。
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【表示方法の変更】

　
前中間会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

株式会社ジャックスへの個品割賦事業の承継に伴い、当

社の事業はクレジットカード及びファイナンス部門が

主体となったことにより、当中間会計期間より表示方法

を次のとおり変更しております。

　　　　　　　　―――――――――　

（1）中間貸借対照表

(イ)中間貸借対照表における一部科目を次のとおり

変更しております。

（変更前） （変更後）

　割賦売掛金 　会員未収金

　 　営業貸付金

　信用保証割賦売掛金 　信用保証債務見返

　買掛金 　加盟店未払金

　信用保証買掛金 　信用保証債務

(注)「会員未収金」は、主としてカードショッ

ピング債権であります。

なお、前中間会計期間末における「会員未

収金」及び「営業貸付金」の金額は、次の

とおりであります。

　会員未収金　　842,039百万円

　営業貸付金　1,140,411百万円

(ロ)従来、流動負債に表示しておりました「割賦利

益繰延」（当中間会計期間末残高6,115百万

円）については、重要性がなくなったため、当

中間会計期間より流動負債の「その他」に含

めて表示しております。
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　 前中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

（2）中間損益計算書

中間損益計算書における営業収益の区分を次のと

おり変更しております。

（変更前） （変更後）

総合あっせん収益 クレジットカード収益

個品あっせん収益 　カードショッピング

信用保証収益 　カードキャッシング

融資収益 ファイナンス収益

その他の収益 信用保証収益

金融収益 その他の収益

　 金融収益

なお、前中間会計期間における営業収益を当中間

会計期間と同一の表示にした場合は、次のとおり

であります。

 

　　　　　　　　　

　
金額
(百万円)

営業収益 　

　クレジットカード収益 　

　　カードショッピング 68,462

　　カードキャッシング 72,426

　　クレジットカード収益合計 140,889

　ファイナンス収益 24,366

　信用保証収益 12,182

　その他の収益 23,580

　金融収益 　

　　受取利息 1,455

　　その他 348

　　金融収益合計 1,803

　営業収益合計 202,822
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【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

　
前中間会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

※１　主としてカードショッピング

債権であります。

※１　主としてカードショッピング

債権であります。

※１　主としてカードショッピング

債権であります。

※２　営業貸付金の内訳は次のとお

りであります。

部門
金額
(百万円)

カードキャッシング 681,565

ファイナンス 450,924

計 1,132,489

※２　営業貸付金の内訳は次のとお

りであります。

部門
金額
(百万円)

カードキャッシング 619,621

ファイナンス 394,215

計 1,013,837

※２　営業貸付金の内訳は次のとお

りであります。

部門
金額
(百万円)

カードキャッシング 654,314

ファイナンス 425,302

計 1,079,616

　　なお、当中間会計期間より表示

方法を変更しております。

この変更による場合の前中間

会計期間末における営業貸付

金の内訳は、次のとおりであ

ります。

部門
金額
(百万円)

カードキャッシング 698,607

ファイナンス 441,804

計 1,140,411

　 　　なお、当事業年度より表示方法

を変更しております。

この変更による場合の前事業

年度末における営業貸付金の

内訳は、次のとおりでありま

す。

部門
金額
(百万円)

カードキャッシング 723,013

ファイナンス 465,548

計 1,188,562

※３　利息返還請求による損失見積

額のうち、営業貸付金の充当

に係る額33,818百万円が含ま

れております。

※３　利息返還請求による損失見積

額のうち、営業貸付金の充当

に係る額33,095百万円が含ま

れております。

※３　利息返還請求による損失見積

額のうち、営業貸付金の充当

に係る額30,089百万円が含ま

れております。

※４　有形固定資産の減価償却累計

額は22,873百万円でありま

す。

※４　有形固定資産の減価償却累計

額は22,715百万円でありま

す。

※４　有形固定資産の減価償却累計

額は21,888百万円でありま

す。
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　 前中間会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

５　債権を流動化した残高は次の

とおりであります。

営業貸付金 9,540百万円

 

５　　―――――――

　 　

 

５　　―――――――

　 　
 

　６　貸出コミットメント契約

営業貸付金には、カードロー

ンとクレジットカードに付帯

するキャッシングに対しての

貸付金が含まれております。

なお、当該貸付金については、

貸出契約の際に設定した額

（契約限度額）のうち、当社

が与信した額（利用限度額）

の範囲内で顧客が随時借入を

行うことができる契約となっ

ております。同契約に係る融

資 未 使 用 残 高 は 、 　 　 　

7,396,770百万円であります

（当中間会計期間末に残高の

ない顧客の融資未使用残高を

含む）。なお、同契約は融資実

行されずに終了するものもあ

り、かつ、利用限度額について

も当社が任意に増減させるこ

とができるものであるため融

資未使用残高は当社のキャッ

シュ・フローに重要な影響を

与えるものではありません。

また、当社は資金効率向上の

ために金融機関との間で貸出

コミットメント契約を締結し

ております。なお、当中間会計

期間末における貸出コミット

メント契約に係る借入金未使

用残高は224,339百万円であ

ります。

　６　貸出コミットメント契約

営業貸付金には、カードロー

ンとクレジットカードに付帯

するキャッシングに対しての

貸付金が含まれております。

なお、当該貸付金については、

貸出契約の際に設定した額

（契約限度額）のうち、当社

が与信した額（利用限度額）

の範囲内で顧客が随時借入を

行うことができる契約となっ

ております。同契約に係る融

資未使用残高は、　　　　　　　

6,282,854百万円であります

（当中間会計期間末に残高の

ない顧客の融資未使用残高を

含む）。なお、同契約は融資実

行されずに終了するものもあ

り、かつ、利用限度額について

も当社が任意に増減させるこ

とができるものであるため融

資未使用残高は当社のキャッ

シュ・フローに重要な影響を

与えるものではありません。

また、当社は資金効率向上の

ために金融機関との間で貸出

コミットメント契約を締結し

ております。なお、当中間会計

期間末における貸出コミット

メント契約に係る借入金未使

用残高は240,000百万円であ

ります。

　６　貸出コミットメント契約

営業貸付金には、カードロー

ンとクレジットカードに付帯

するキャッシングに対しての

貸付金が含まれております。

なお、当該貸付金については、

貸出契約の際に設定した額

（契約限度額）のうち、当社

が与信した額（利用限度額）

の範囲内で顧客が随時借入を

行うことができる契約となっ

ております。同契約に係る融

資未使用残高は、　　　　　　　

6,875,743百万円であります

（当事業年度末に残高のない

顧客の融資未使用残高を含

む）。なお、同契約は融資実行

されずに終了するものもあ

り、かつ、利用限度額について

も当社が任意に増減させるこ

とができるものであるため融

資未使用残高は当社のキャッ

シュ・フローに重要な影響を

与えるものではありません。

また、当社は資金効率向上の

ために金融機関との間で貸出

コミットメント契約を締結し

ております。なお、当事業年度

末における貸出コミットメン

ト契約に係る借入金未使用残

高は231,627百万円でありま

す。
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　 前中間会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

※７　営業貸付金に係る不良債権の

内容は以下のとおりでありま

す。

(1)破綻先債権 10,816百万円

(2)延滞債権 149,213百万円
　

(3)３ヵ月以上延滞債権－ 百万円
　

(4)貸出条件緩和債権87,658百万円

※７　営業貸付金に係る不良債権の

内容は以下のとおりでありま

す。

(1)破綻先債権 12,834百万円

(2)延滞債権 168,484百万円
　

(3)３ヵ月以上延滞債権－ 百万円
　

(4)貸出条件緩和債権78,459百万円

※７　営業貸付金に係る不良債権の

内容は以下のとおりでありま

す。

(1)破綻先債権 11,233百万円

(2)延滞債権 160,196百万円
　

(3)３ヵ月以上延滞債権－ 百万円
　

(4)貸出条件緩和債権83,785百万円

(注) １．破綻先債権とは、元本又は

利息の支払の遅延が相当

期間継続していることそ

の他の事由により元本又

は利息の取立て又は弁済

の見込みがないものとし

て、未収利息を計上しな

かった債権(以下「未収利

息不計上債権」という)の

うち、破産債権、更生債権

その他これらに準ずる債

権であります。

(注) １．　　　同左 (注) １．　　　同左

２．延滞債権とは、未収利息不

計上債権のうち破綻先に

該当しない債権等であり

ます。ただし、債務者の経

営再建又は支援を図るこ

とを目的として利息の支

払猶予等、債務者に有利と

なる取決めを行った債権

を除きます。

２．　　　同左 ２．　　　同左

３．３ヵ月以上延滞債権とは、

元本又は利息の支払が

３ヵ月以上遅延している

債権で破綻先債権及び延

滞債権に該当しないもの

であります。なお、当該

３ヵ月以上延滞債権に該

当する債権はありません。

３．　　　同左 ３．　　　同左

４．貸出条件緩和債権とは、債

務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、

利息の支払猶予等、債務者

に有利となる取決めを

行った債権であります。

４．　　　同左 ４．　　　同左
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　 前中間会計期間末
(平成20年９月30日)

当中間会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

※８　財務制限条項

借入金の内、79,025百万円に

は、経常損失に係る財務制限

条項が付されております。

なお、当該財務制限条項は連

結損益計算書または損益計算

書上、２期連続して経常損失

を計上した場合に抵触いたし

ます。

※８　財務制限条項

借入金の内、72,855百万円に

は、経常損失に係る財務制限

条項が付されております。

なお、当該財務制限条項は連

結損益計算書または損益計算

書上、２期連続して経常損失

を計上した場合に抵触いたし

ます。

※８　財務制限条項

借入金の内、75,940百万円に

は、経常損失に係る財務制限

条項が付されております。

なお、当該財務制限条項は連

結損益計算書または損益計算

書上、２期連続して経常損失

を計上した場合に抵触いたし

ます。
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(中間損益計算書関係)

　
前中間会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１　営業収益には流動化した債権
に係る収益が次のとおり含ま
れております。

クレジットカード収益
(カードショッピング)

 
0百万円

(カードキャッシング)3,257百万円
ファイナンス収益 6,276百万円
(注)収益の計上基準については、
「中間財務諸表作成の基本とな
る重要な事項」に記載しており
ます。
なお、当中間会計期間より営業
収益の区分を変更しておりま
す。
この変更による場合の前中間会
計期間における流動化した債権
に係る収益は、次のとおりであ
ります。

クレジットカード収益
(カードショッピング)

 
2,001百万円

(カードキャッシング)8,690百万円
ファイナンス収益 13,288百万円
その他の収益 33百万円

※１　　――――――――

　
　

　
　 　
　 　

 

※１　営業収益には流動化した債権
に係る収益が次のとおり含ま
れております。

クレジットカード収益
(カードショッピング)

 
0百万円

(カードキャッシング)3,315百万円
ファイナンス収益 7,240百万円
(注)収益の計上基準については、
「重要な会計方針」に記載して
おります。
なお、当事業年度より営業収益
の区分を変更しております。こ
の変更による場合の前事業年度
における流動化した債権に係る
収益は、次のとおりであります。

クレジットカード収益
(カードショッピング)

 
1,995百万円

(カードキャッシング)13,962百万円
ファイナンス収益 22,544百万円
その他の収益 68百万円

　２　減価償却実施額の内訳は次のと
おりであります。

　２　減価償却実施額の内訳は次のと
おりであります。

　２　減価償却実施額の内訳は次のと
おりであります。

有形固定
資産

947百万円

無形固定
資産

7,868　

計 8,816　
　

有形固定
資産

1,198百万円

無形固定
資産

8,058　

計 9,257　
　

有形固定
資産

2,046百万円

無形固定
資産

15,874　

計 17,920　
　

※３　特別利益の内訳は次のとおり
であります。
投資有価証
券売却益

249百万円
 

※３　特別利益の内訳は次のとおり
であります。
投資有価証
券売却益

19,744百万円
 

※３　特別利益の主な内訳は次のと
おりであります。
投資有価証
券売却益

9,772百万円
 

※４　特別損失の主な内訳は次のと
おりであります。
投資有価証券
評価損

198百万円

構造改革損失
引当金繰入額
(注) 

197百万円

 

※４　特別損失の主な内訳は次のと
おりであります。
改正貸金業法
等対応費用
(注)

1,961百万円

投資有価証券
評価損

432百万円

 

※４　特別損失の主な内訳は次のと
おりであります。
投資有価証券
評価損

1,463百万円

その他の関係
会社有価証券
評価損

771百万円
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　 前中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(注) 構造改革損失引当金繰入額
平成19年９月20日に公表した当
社の「新中期経営計画」に基づ
く業務構造改革の実行に伴い発
生した費用並びに今後発生が見
込まれる費用及び損失であり、
主として拠点集約等に係る費用
であります。

　　　――――――――

 

　　　　――――――――

　　    ―――――――― (注) 改正貸金業法等対応費用
貸金業法等改正後の業務を適正
且つ円滑に行ううえで必要とな
る初期費用のうち、一時的に発
生する費用であり、主として総
量規制対応に必要な年収証明取
得の対応費用、帳票改定費用等
であります。

　　    ――――――――
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　 前中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

５ 部門別取扱高は次のとおり
であります。

部門
金額
(百万円)

クレジットカード
3,767,689
(3,765,526)

　カード
　ショッピング

3,355,920
(3,353,756)

　カード
　キャッシング

411,769
(411,769)

ファイナンス
38,294
(38,294)

計 3,805,984
　

５ 部門別取扱高は次のとおり
であります。

部門
金額
(百万円)

クレジットカード
3,661,819
(3,659,833)

　カード
　ショッピング

3,333,531
(3,331,546)

　カード
　キャッシング

328,287
(328,287)

ファイナンス
28,874
(28,874)

計 3,690,693

　
　

　

５ 部門別取扱高は次のとおり
であります。

部門
金額
(百万円)

クレジットカード
7,474,822
(7,470,459)

　カード
　ショッピング

6,701,074
(6,696,711)

　カード
　キャッシング

773,747
(773,747)

ファイナンス
74,873
(74,873)

計 7,549,696

 

(注)１．取扱高の(　)内は元本取扱

高であります。

２．信用保証部門において極

度貸し等に係る実行高に

ついては取扱高より除外

しております。

なお、当中間会計期間末

における極度貸し等に係

る保証残高は437,027百

万円であります。

株式会社ジャックスへの個品

割賦事業の承継に伴い、当中

間会計期間より部門区分を変

更しております。これにより

当中間会計期間において信用

保証部門の取扱高を表示する

取引はありません。

なお、「その他」の取扱高に

ついては、除外しております。

この変更による場合の前中間

会計期間における信用保証部

門を除くクレジットカード及

びファイナンスの部門別取扱

高は、次のとおりであります。

部門
金額
(百万円)

クレジットカード
3,510,804
(3,508,709)

　カード
　ショッピング

2,988,778
(2,986,684)

　カード
　キャッシング

522,025
(522,025)

ファイナンス
46,013
(46,013)

計 3,556,817

 

(注)１．取扱高の(　)内は元本取

扱高であります。

２．信用保証部門において極

度貸し等に係る実行高に

ついては取扱高より除外

しております。

なお、当中間会計期間末

における極度貸し等に係

る保証残高は426,309百

万円であります。

 

 

(注)１．取扱高の(　)内は元本取扱

高であります。

２．信用保証部門において極

度貸し等に係る実行高に

ついては取扱高より除外

しております。

なお、当事業年度末におけ

る極度貸し等に係る保証

残高は411,679百万円であ

ります。

株式会社ジャックスへの個品

割賦事業の承継に伴い、当事

業年度より部門区分を変更し

ております。これにより当事

業年度において信用保証部門

の取扱高を表示する取引はあ

りません。

なお、「その他」の取扱高に

ついては、除外しております。

この変更による場合の前事業

年度における信用保証部門を

除くクレジットカード及び

ファイナンスの部門別取扱高

は、次のとおりであります。

部門
金額
(百万円)

クレジットカード
7,232,520
(7,228,189)

　カード
　ショッピング

6,218,635
(6,214,303)

　カード
　キャッシング

1,013,885
(1,013,885)

ファイナンス
86,805
(86,805)

計 7,319,325
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　

株式の種類
前事業年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当中間会計期間末
(株)

普通株式（注１） 749,631 18,165 767,796 ―

第１種株式（注２） ─ 50,000,000 50,000,000 ─

合　　計 749,631 50,018,165 50,767,796 ─

(注１)　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買い取りによるものであります。

普通株式の自己株式の株式数の減少は、親会社との株式交換によるものであります。

(注２)　第１種株式の自己株式の株式数の増加は、普通株式を対価とする取得請求権行使によるものであります。

第１種株式の自己株式の株式数の減少は、普通株式を対価とする取得請求権行使により増加した自己株式を消

却したことによるものであります。

　

当中間会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

　

前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当事業年度末
(株)

  自己株式 　 　 　 　

   普通株式(注１) 749,631 18,165 767,796 ─

   第１種株式(注２) ─ 50,000,000 50,000,000 ─

     合　　計 749,631 50,018,165 50,767,796 ─

(注１)　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買い取りによるものであります。

　普通株式の自己株式の株式数の減少は、親会社との株式交換によるものであります。

(注２)　第１種株式の自己株式の株式数の増加は、普通株式を対価とする取得請求権行使によるものであります。

　第１種株式の自己株式の株式数の減少は、普通株式を対価とする取得請求権行使により増加した自己株式

　を消却したことによるものであります。
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(リース取引関係)
　

前中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

所有権移転外ファイナンス・リース

取引

（新リース会計基準適用開始前の通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっているもの）

所有権移転外ファイナンス・リース

取引

（新リース会計基準適用開始前の通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっているもの）

所有権移転外ファイナンス・リース

取引

（新リース会計基準適用開始前の通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっているもの）

（借手側） （借手側） （借手側）

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、減

損損失累計額相当額及び期末

残高相当額

　
器具備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 16,7342,85219,587

減価償却
累計額
相当額

8,9561,54410,501

減損損失
累計額
相当額

194 144 338

中間期末
残高
相当額

7,5831,1638,747
　

　
器具備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 14,3612,24716,608

減価償却
累計額
相当額

10,0831,53311,616

減損損失
累計額
相当額

194 144 338

中間期末
残高
相当額

4,0845694,653
　

　
器具備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 15,7132,62818,342

減価償却
累計額
相当額

9,7171,64511,363

減損損失
累計額
相当額

194 144 338

期末
残高
相当額

5,8018386,640
　

（注）取得価額相当額は、従来、支

払利息相当額を控除した方

法により算定しておりまし

たが、未経過リース料中間

期末残高の固定資産の中間

期末残高に占める割合が低

下し、重要性がなくなった

ため、当中間会計期間より、

支払利子込み法により算定

しております。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

　
器具備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 15,7992,70918,508

減価償却
累計額
相当額

8,4581,4629,920

減損損失
累計額
相当額

189 141 330

中間期末
残高
相当額

7,1511,1058,257

　 （注）取得価額相当額は、従来、支

払利息相当額を控除した方

法により算定しておりまし

たが、未経過リース料期末

残高の固定資産の期末残高

に占める割合が低下し、重

要性がなくなったため、当

事業年度より、支払利子込

み法により算定しておりま

す。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

　
器具備品
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額
相当額 14,7332,49517,228

減価償却
累計額
相当額

9,1201,51710,637

減損損失
累計額
相当額

189 141 330

期末
残高
相当額

5,4238366,259
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　 前中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 4,045百万円

１年超 5,040　

合計 9,085　

リース資産減損勘定の残高

　 135百万円
 

１年以内 2,955百万円

１年超 2,037　

合計 4,992　

リース資産減損勘定の残高

　 32百万円
 

１年以内 3,595百万円

１年超 3,382　

合計 6,978　

リース資産減損勘定の残高

　 84百万円
 

（注）未経過リース料中間期末残

高相当額及びリース資産減

損勘定の残高は、従来、支払

利息相当額を控除した方法

により算定しておりました

が、未経過リース料中間期

末残高の固定資産の中間期

末残高に占める割合が低下

し、重要性がなくなったた

め、当中間会計期間より、支

払利子込み法により算定し

ております。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

　 （注）未経過リース料期末残高相

当額及びリース資産減損勘

定の残高は、従来、支払利息

相当額を控除した方法によ

り算定しておりましたが、

未経過リース料期末残高の

固定資産の期末残高に占め

る割合が低下し、重要性が

なくなったため、当事業年

度より、支払利子込み法に

より算定しております。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

１年以内 3,872百万円

１年超 4,921　

合計 8,793　

リース資産減損勘定の残高

　 132百万円

　
　

１年以内 3,470百万円

１年超 3,294　

合計 6,764　

リース資産減損勘定の残高

　 82百万円
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　 前中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

(3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却

費相当額

(3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却

費相当額

(3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却

費相当額

支払
リース料

2,290百万円

リ－ス資産
減損勘定の
取崩額

67　

減価償却費
相当額

2,290　
　

支払
リース料

1,923百万円

リ－ス資産
減損勘定の
取崩額

51　

減価償却費
相当額

1,923　
　

支払
リース料

4,391百万円

リ－ス資産
減損勘定の
取崩額

119　

減価償却費
相当額

4,391　
　

（注）リース資産減損勘定の取崩

額は、従来、支払利息相当額

を控除した方法により算定

しておりましたが、未経過

リース料中間期末残高の固

定資産の中間期末残高に占

める割合が低下し、重要性

がなくなったため、当中間

会計期間より、支払利子込

み法により算定しておりま

す。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

　 （注）リース資産減損勘定の取崩

額は、従来、支払利息相当額

を控除した方法により算定

しておりましたが、未経過

リース料期末残高の固定資

産の期末残高に占める割合

が低下し、重要性がなく

なったため、当事業年度よ

り、支払利子込み法により

算定しております。

なお、支払利息相当額を控

除した方法によった場合は

次のとおりです。

支払
リース料

2,290百万円

リ－ス資産
減損勘定の
取崩額

66　

減価償却費
相当額

2,168　

支払利息
相当額

124　

　

　 支払
リース料

4,391百万円

リ－ス資産
減損勘定の
取崩額

116　

減価償却費
相当額

4,141　

支払利息
相当額

223　

　
(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引

　　(借手側)

オペレーティング・リース取引

　　(借手側)

オペレーティング・リース取引

　　(借手側)

　　オペレーティング・リース取

引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料

　　オペレーティング・リース取

引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料

　　オペレーティング・リース取

引のうち解約不能のものに

係る未経過リース料

１年以内 2,212百万円

１年超 4,689　

合計 6,901　
　

１年以内 2,240百万円

１年超 2,689　

合計 4,929　
　

１年以内 2,142百万円

１年超 3,637　

合計 5,779　
　

　

（有価証券関係）

前中間会計期間末(平成20年９月30日)、当中間会計期間末(平成21年９月30日)及び前事業年度末(平成

21年３月31日)のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（企業結合等関係）

前中間会計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)

「１中間連結財務諸表等」、「(1)中間連結財務諸表」、「注記事項」（企業結合等関係）における

記載内容と同一であるため、記載しておりません。

　

当中間会計期間(平成21年４月１日～平成21年９月30日)

「１中間連結財務諸表等」、「(1)中間連結財務諸表」、「注記事項」（企業結合等関係）における

記載内容と同一であるため、記載しておりません。

　

前事業年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

「１中間連結財務諸表等」、「(1)中間連結財務諸表」、「注記事項」（企業結合等関係）における

記載内容と同一であるため、記載しておりません。　

　

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

　
前中間会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　ＶｉｓａＩｎｃ．株式の一部売

却については、「１中間連結財

務諸表等」、「(1)中間連結財務

諸表」、「注記事項」(重要な後

発事象)における記載内容と同

一であるため、記載しておりま

せん。

１　　　───―――――　 １　　　───―――――　

２　　　───――――― ２　　　───――――― ２　株式会社ＤＣキャッシュワンと

の吸収分割契約については、

「１中間連結財務諸表等」、

「(1)中間連結財務諸表」、「注

記事項」(重要な後発事象)にお

ける記載内容と同一であるた

め、記載しておりません。

３　　　───――――― ３　　　───――――― ３　ＶｉｓａＩｎｃ．株式の一部売

却については、「１中間連結財

務諸表等」、「(1)中間連結財務

諸表」、「注記事項」(重要な後

発事象)における記載内容と同

一であるため、記載しておりま

せん。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第２期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）平成21年６月25日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
　

　

　

平成20年11月13日

　

三菱ＵＦＪニコス株式会社

　

　 取　締　役　会　御　中 　

　

　

監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　

指定社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 秋　 山　 卓　 司 　

　 　 　 　 　
指定社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 桃　 崎　 有　 治 　

　 　 　 　 　
指定社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 鈴　 木　 泰　 司 　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三菱ＵＦＪニコス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結

財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、三菱ＵＦＪニコス株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
※１　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しており

ます。

２　中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
　

　

　

平成21年11月16日

　

三菱ＵＦＪニコス株式会社

　

　 取　締　役　会　御　中 　

　

　

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　

指定有限責任社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 秋　 山　 卓　 司 　

　 　 　 　 　
指定有限責任社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 桃　 崎　 有　 治 　

　 　 　 　 　
指定有限責任社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 鈴　 木　 泰　 司 　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三菱ＵＦＪニコス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結

財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、三菱ＵＦＪニコス株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
※１　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しており

ます。

２　中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
　

　

　

平成20年11月13日

　

三菱ＵＦＪニコス株式会社

　

　 取　締　役　会　御　中 　

　

　

監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　

指定社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 秋　 山　 卓　 司 　

　 　 　 　 　
指定社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 桃　 崎　 有　 治 　

　 　 　 　 　
指定社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 鈴　 木　 泰　 司 　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三菱ＵＦＪニコス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第２期事業年度の中間会計期間（平成

20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、三菱ＵＦＪニコス株式会社の平成20年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成20年４

月１日から平成20年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
※１　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しており

ます。

　２　中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
　

　

　

平成21年11月16日

　

三菱ＵＦＪニコス株式会社

　

　 取　締　役　会　御　中 　

　

　

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　

指定有限責任社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 秋　 山　 卓　 司 　

　 　 　 　 　
指定有限責任社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 桃　 崎　 有　 治 　

　 　 　 　 　
指定有限責任社員
　
業務執行社員

　 公認会計士 鈴　 木　 泰　 司 　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三菱ＵＦＪニコス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第３期事業年度の中間会計期間（平成

21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、三菱ＵＦＪニコス株式会社の平成21年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成21年４

月１日から平成21年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
※１　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しており

ます。

　２　中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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